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予算特別委員会記録 

 

○日  時 令和５年３月15日 午前９時30分～午後５時12分 

○場  所  議 場 

 ○出席委員 

11番 中 原 重 信 委員長   ２番 眞 茅 弘 美 副委員長 

３番 上 迫 正 幸 委 員   ４番 沖 園   強 委 員 

５番 禰 占 通 男 委 員   ６番 城 森 史 明 委 員 

７番 吉 松 幸 夫 委 員   ８番 豊 留 榮 子 委  員 

９番 立 石 幸 徳 委 員   10番 下 竹 芳 郎 委  員 

12番 東  君 子 委 員   13番 清 水 和 弘 委  員 

14番 吉 嶺 周 作 委 員   議長 永 野 慶 一 郎 

 

【議   題】  

議案第７号 令和５年度枕崎市一般会計予算 

［消防費～予備費］［歳入］［総括］ 

 

【審査結果】  

議案第７号  

議案第７号に対する修正案（賛成多数） 

修正部分を除くその他の部分 原案のとおり可決すべきもの（賛成多数）
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午前９時30分 開議 

［消防費～予備費］ 

○委員長（中原重信） 予算特別委員会を再開いたします。 

本日はまず、消防費から予備費までの審査に入ります。 

予算書の114ページから148ページまで、あらましの15ページから18ページまでになります。 

それでは審査をお願いいたします。 

○13番（清水和弘） あらましの15ページ、ここに教育費にインクルーシブ教育システム構築

のための地域支援事業とあるんですけど、この内容についてお願いします。 

○学校教育課長（中村克己） インクルーシブ教育システムの構築のための地域支援事業でござ

います。 

本市では、本年度から特別支援教育の充実を図るために様々な支援を行っております。 

特別支援教育支援員の増員をはじめ、必要な支援員の配置、医療的ケアの必要な子供たちの対

応を図るための特別支援教育、看護業務支援員等の新しい配置も行っております。 

また、教職員の特別支援教育に関する知識や技能を高めるための研修を企画したり、これが新

しい事業になりますが、地域や保護者の特別支援教育の理解を図ったりするために、教育委員会

として独立行政法人特別支援教育総合研究所、東京にありますが、こちらと協同し、先進的な取

組を行っている地域の事例を学びながら、本市の課題等の解決に努めるために、そことの連携を

図るために本市の指導主事等を東京に派遣し、そこでまた支援を受けたり、あるいはそこの研究

所から職員を派遣していただいて、本市の特別教育支援に関する指導を受けたりということで、

事業としましては、そこに出向く旅費としての予算計上、向こうから来る旅費については向こう

側の独立行政法人が支援していただけるということで、本市としましては１年間研究をしまして、

その結果を東京で発表するというような形で来年度、その経過等について本市の取組を全国に発

表するというような事業でございます。 

○13番（清水和弘） 特別支援教育支援員と言われましたけど、これは枕崎市教育委員会で１

人ということなんですかね。 

○学校教育課長（中村克己） 特別支援教育支援員というのは、各学校に配置している支援員で

ございます。現在22名配置しております。来年度は25名のうち、１人は看護業務支援員という

形で、今年からすれば３名追加になります。２人が支援員で、もう一人が特別な資格、看護師資

格を持った支援員を１人配置するというような形です。 

○13番（清水和弘） 今25名ですか、言われました子供の生徒数によって決めとるんですかね、

これ。どういう形で人数は決めたんですか。 

○学校教育課長（中村克己） 特別支援学級と別にですね、通常の学級で特別に支援が必要な子

供というのを各学校から上げていただいております。 

校内の支援委員会でこの子にはどうしても支援が必要だということで、その学校別の数によっ

て、あるいは、落ちつきがなくてすぐ飛び出したり、危険な行為に及んだりする子供には、１対

１で配置したりしますが、各学校の状況によって配置数は変わっておりますが、そこは学校と教

育委員会でしっかり検討して配置をしているところでございます。 

○13番（清水和弘） ここ数年の間でですよ、この子供のいじめとかそういうものが発生しと

るんですかね。以前はですよ、各学校でいじめとかいろいろあったんですよね。それは、現在の

状況はどうなっているんですか。 

○学校教育課長（中村克己） 各学校のいじめの件数等については、それぞれ各学校で毎月アン

ケート等とか、あるいは生徒の訴え、職員の発見等によって子供たちのトラブル、人間関係のト

ラブル、それを子供たちがいじめと捉えたらもう、当然いじめとカウントしていくわけですが、

それについては、件数というよりもトラブルをどう解決していくか、子供同士でどう解決してい



 

- 3 - 

くか、あるいは周りの大人がどう支援していくかということで、失礼かもしれないですが、数が

多く解決するという解消率に努めていくことが大切だと思いますので、逆に言うとゼロというほ

うが見逃していないかということになりますので、我々とすれば、とにかく１件でも多く発見し

て１件でも多く対応するというような形で対応しておりますので、学校にはたくさん子供たちの

サインを見届けて解消に努めてくださいという形で動いているところでございます。 

○13番（清水和弘） 私のとこにも相談が来たりしとるんですけどね。親からのいじめってい

うのは多数聞いとるんですけど、そのような実態は把握されとるんですか。 

○学校教育課長（中村克己） 親からのいじめというか家族内のトラブル、当然、思春期であり

ます子供たちの状況によってはやっぱり反抗期というかそういうような状況でもあったりします

ので、親とのトラブルについては、教育相談等で担任がしっかり聞き取って、必ずその間に管理

職も含めて親との間の調整に入っているところでございます。 

ただ、福祉的な支援が必要な場合は、必ず福祉課と連携を取りながら、これが虐待に当たるの

かどうなのか、ネグレクトに当たるのかどうなのか、先日もお話ししましたが、要保護児童対策

地域協議会に上げて、その家庭については複数のいろいろな機関で対応しているケースもござい

ます。 

○13番（清水和弘） これ最後にしますけどね、私のところにも親からのいじめで困っている

子供はおるんですよね、何名も。だから、そういうのにやっぱり教育委員会として何か対応して

くれとるのかなというのが心配でこうして今聞いとるんですよ。その辺も子供たちからの話を十

分聞いてやってですね、対応していただきたい。これはもう要望しときます。 

○10番（下竹芳郎） インクルーシブ教育ですが、さっきもありましたけれども、支援が必要

な児童生徒、必要でない児童生徒、児童生徒と保護者の双方のやっぱり理解、そこが一番大事だ

と思うんですけど、その辺はどう考えますか。 

○学校教育課長（中村克己） おっしゃるとおりでございまして、一番のやはり大きな課題とい

うのは、地域、保護者の方々の特別支援教育に関する理解ということですね。そこが一番大切な

ことでございます。まずは教職員の特別支援教育に関する意識、知識、技能を高めていかなけれ

ばならないと。 

 今ニーズが高まっております。その中で、来年度、全教職員を対象にしまして、８月に本市の

全教職員は特別支援教育に関する専門的知識を持っている方に来ていただいて、特別支援教育あ

るいはインクルーシブ教育について来年の夏に研修を開く予定でございます。その中で、保護者

の理解という形で本市では夏、秋に就学指導の相談会を実施しております。夏３回程度、秋３回

程度、その中で本市の特徴的なものは、相談員が２人体制で１人の御家族に対して、子供と保護

者に対して２人の相談員がそれぞれ別々に対応して、総合的にその子のよりよい就学環境という

ものについて検討をし、就学先の決定をしております。 

その中で、やはり保護者が学校ではない専門家の方々に相談することによって、自分のお子さ

んの得意分野、不得意分野、そういうところをしっかり把握をして、よりよい就学先について相

談した後、決定につなげているというところですので、そういう専門的な方々を呼ぶことによっ

て理解が深まっていっているのかなあと、そう考えているところでございます。 

○10番（下竹芳郎） 就学前の保育園、幼稚園の生徒たちは、そういう子供たちがいても、そ

ういう子供たちの個性として捉えて受け入れるという話なんですよ。だから、幼少期からそうし

ていけばいいのかなと思うんですよ。難しい問題ですけど、構築をお願いします。 

○４番（沖園強） 第２期子ども・子育て支援計画でも年３回の教育支援委員会を開催している

と。先ほど秋３回、夏３回というようなことなんですが、この特別支援委員会のメンバーと特別

支援連絡協議会のメンバーはどうなっているの。 

○学校教育課長（中村克己） 特別支援教育支援委員会というのは、就学先を決定するに当たっ
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て、学校関係者、福祉関係者、それから養護学校、そのような方々、それから児童相談所等の福

祉関係者に来ていただいて、相談の内容等、保護者の意向、それから学校の見立て、相談者の意

見、三者からの意見を総合的に皆さんで話し合って、よりよい就学先っていうのはどこなんだろ

うかということを最終的には御意見をいただいて、教育委員会が就学先の決定をするという形に

なります。そこには、特別支援学級の先生も、担当の先生も入っていただいているということで

ございます。 

○４番（沖園強） 教育支援委員会と支援連絡協議会ってあるんですけど。 

○学校教育課長（中村克己） 先ほど言ったメンバーは特別支援の支援委員会でございますが、

連絡協議会は、療育等の施設の職員にも代表にも入っていただいているということでございます。 

○４番（沖園強） そうすると、メンバー構成は大体分かったんですけど、人数はどんぐらいい

るんですか。 

○学校教育課長（中村克己） 支援委員会が24名でございます。それから連絡協議会は28名で

ございます。 

○４番（沖園強） 第２期の枕崎市子ども・子育て支援事業計画、非常に教育委員会、建設課、

福祉課、健康課、全て網羅しているんですよね。そのことは一応評価しておきたいと思います。 

○14番（吉嶺周作） 先ほど特別支援員が22名から25名が次年度って言ったんですけど、それ

だけ支援が必要な生徒は４小４中で25名になるということになるんですかね。 

○学校教育課長（中村克己） 支援は年々増えております。その理由につきましては、支援対象

者がやはり年々増加しているということが言えております。 

通常の学級に在籍する支援が必要な子供たちにつきまして、令和２年度から御紹介いたします

が、小学校が令和２年度が82名、令和３年度が129名、令和４年度が136名、来年度は151名、こ

れが小学校です。 

中学校が、令和２年度が42名、令和３年度が63名、令和４年度が57名、令和５年度が53名、

トータルで124、192、193，204ということで、４年間で204名まで約100名近く増えていってい

るという状況ですので、支援員の増員をお願いしているところでございます。 

○14番（吉嶺周作） 支援が必要な生徒も、軽度な人もいたら重度な人もいると思うんですが、

内容としてはどういった支援をしているんですかね。 

○学校教育課長（中村克己） 子供たち、特に小学校の場合は低学年から落ちつきがないという

か、じっと座っていられないという子供たち、それだけでよければいいのですが、飛び出してし

まったり、興奮してパニックになってしまったりという子供たちがいますので、小学校には支援

員を多めに配置しているところでございます。 

中学校のＡＤＨＤ、特に多動と注意欠陥とあるんですけれども、多動は先ほど言ったように飛

び出したりする子供たちを追いかけていって危険がないようにする、あるいは落ちつかせるとい

うことですが、今度は注意欠陥はちょっとぼうっとしてしまって、今どこをやっているのかとか、

あるいは今どう進んでいるのかとか、今から先どう動いていいのかと先が見通せない子供たちに

対しては、支援員が今こうするんだよというところで横についてアドバイスをしてあげたり、今

すべきことについて支援をしてあげたりとかそういうような形で、発達段階とかその程度、レベ

ルに応じて支援員の働き方というのはやはりちょっと変わってくるというところでございます。 

○14番（吉嶺周作） それで、本年度の新規事業で約11万の予算なんですけど、派遣で旅費、

これは11万は少ないような気がするんですが、何名分で、どこに行く旅費になるんですかね。 

○学校教育課長（中村克己） 教育委員会の担当指導主事が東京の独立行政法人の研究機関に出

向いて、まずはアドバイスをいただいたりとかするんですけれど、行く旅費というのは、発表に

行く、報告会に行くということが一番の目的で、あとはオンラインであったり、あるいは向こう

の方々が向こうの予算で来ていただいたりという形でお手伝いをいただいているところでござい
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ます。 

○14番（吉嶺周作） そうすると、１人分の東京１回の旅費っていうことでいいんですか。 

○学校教育課長（中村克己） そのとおりでございます。 

○12番（東君子） 支援をしなければいけない子供たちが年々増えていっているということで、

教育現場も大変だと今把握したんですが、そういう子供たちが増えていっているという理由を教

育現場としてはどう分析をされていますか。 

○学校教育課長（中村克己） これは本市だけに限らず、全国的な増加傾向、鹿児島県も当然そ

うなんですけれども、やはり一番は特別支援教育に対する保護者、それから一番保護者の理解が

深まった、それからそこに通級する、就学することへの地域、そこの理解も深まった。それから、

保護者がやはり自分のお子さんの状況を鑑みて、今通常学級がいいのか、特別支援学級がいいの

か、あるいは特別支援学校がいいのか、様々な機関に相談しながら、この子にとってよりよい教

育環境はどこなのかというような意識が非常に高まったということが一番の増加につながってい

ることではないだろうかと考えているところでございます。 

○12番（東君子） いいふうに考えれば、今までは塞いでいたっていうか、自分の子供に対し

てそういうところを見ないように、言わないようにしていたところが正直に出せるような、そう

いう教育現場っていう時代に、１つはいいふうに考えればなってきたのかなっていうふうにも考

えていますが、そういうような理解でよろしいんでしょうか。 

○学校教育課長（中村克己） はい、そのような理解でよろしいかと思います。 

特別支援教育の目標につきましては、子供たちの１つの個性と捉えることが大切でありまして、

やはり自立です。社会的な自立を図っていくために、一人一人の今いいところ、それから伸ばさ

なければならないところ、特別支援学級とか特別支援学校によってその子が生き生きと自分の生

き方について振り返りながら、いいところはさらに伸ばし、そして不得意分野についてどうやっ

て社会的自立ができるかを訓練していきながら、そして、将来的には社会的自立をすることで、

子供たちにとって幸せな場所だと考えているところでございます。 

○教育長（木之下浩一） 補足をいたしますけれども、今、本市も含めて全県的に大きな教育課

題というのが、この特別支援教育の課題です。 

例えば、本市でいえば、通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒が全国が

8.8％なんです。通常学級にいる、ちょっと支援しているのは。ところが、本市は14.6％と高い

んです。これを本市はやはり教育課題と捉えます。 

それから、保護者の方も非常にこの子育てについては悩むところでもあると思いますので、来

年度、教育委員会に特別支援教育の専門の指導主事を１人増員をしたいと考えているところです。

この指導主事を増員することによって、各学校への教職員の指導、それからお困りの保護者の方

への相談業務、そして福祉との連携、このあたりが確実にできていくのじゃないかと期待をして

おるところです。 

来年度のことを申しますけれども、特別支援学級には知的学級、情緒学級、病弱というのがあ

るんですけれども、小学校で学級に入る予定が89人、知的、情緒、病弱合わせてですね。それ

から、中学校は知的、情緒合わせて26人。 

学級数を申し上げますと、小学校で特別支援学級だけで16学級、中学校で８学級、合計24学

級の特別支援学級をつくる予定でございます。 

ちなみに、通常学級で申しますと、小学校が31学級であります。31学級プラス16学級が小学

校の学級と。それから中学校では、通常学級が17学級、それプラス８学級が中学校の全学級と

いうことになりますので、これを非常に重い課題と受け止めておりますので、非常に力を入れて

支援をしていきたいと思っておりますし、また研究を進めていかなければなりません。 

それから先ほど出ました特別支援学級に在籍する子供と、通常学級にいる支援を要する子供、
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特別支援教育支援員は、特別支援学級には担任がおりますから、主にその担任が面倒を見ていき

ます。ところが、通常学級でいけば、40人の子供を１人の担任が見ております。その中に支援

を要する子供がいると、なかなか授業が進まなかったり、学級経営が難しくなったりします。そ

こへ特別支援員を入れていくということになります。 

ですから、吉嶺委員が質疑をなされた25人なんですけれども、25人支援を要する子供ではな

くて、それ以上いるのです。ですからもっともっと支援員が欲しいのですけれども、いろいろな

事情がありますので、本市の実態もありますので、今年は25人でお願いしているところです。 

○５番（禰占通男） 今ここのインクルーシブと次ページの17番のスクール・サポート・スタ

ッフ、これっていうのは何か関係するんですか。 

○学校教育課長（中村克己） スクール・サポート・スタッフとは、全小中学校に１人ずつ配置

をしているスタッフでございまして、このスタッフにつきましては、教職員が児童生徒としっか

り向き合い合えるように、担任の業務を補佐するためにスクール・サポート・スタッフとして配

置しているところでございます。 

例えば、印刷業務があったり、プリントを印刷したり、そのような時間をそちらの方々にお願

いして、生徒たちに直接向き合う、例えば昼休みに一緒に遊んであげたり、あるいは学習の補助

をしてあげたり、そういう時間、子供たちと向き合うための時間を確保するために、担任業務の

先生でなくてもよい仕事についてお手伝いをいただくというのが、スクール・サポート・スタッ

フといわれるものでございます。 

○５番（禰占通男） それって兼務というのは可能なんですか。今、一応研修をいろいろして、

担任だったら各教室に１人かそれ以下か、それとも学年で担当するのか。それで今言っていた先

ほどから問題になっているこの難しい言葉だけどインクルーシブっていうこれと兼務とかそうい

うのはどうなんですか、可能なんですか。 

○学校教育課長（中村克己） そもそも、特別支援教育支援員とスクール・サポート・スタッフ

は業務内容が別々のものでございます。先ほどありましたスクール・サポート・スタッフは、担

任の業務について、子供とは向き合わないです。担任の業務のお手伝いをする。例えば環境美化

とかコロナ禍の中では消毒作業、学校の机とか椅子なんかを消毒していただいたりとか、そのよ

うな形の、担任業務あるいは学校の補助としてしていただけるもので、特別支援教育支援員に関

しては、学級に入っていただいて、一人一人の子供たち、支援が必要な子供たちの支援を行うと

いうことは、子供に向き合うという仕事になりますので、そもそもの業務が違います。兼務とい

う形はできないということでございます。 

○５番（禰占通男） そうすると、インクルーシブとスクール・サポート・スタッフ、これは何

か資格がいるんですかね、何か持っていないと対応できないとか。 

○学校教育課長（中村克己） いずれにしても資格は必要ございません。 

募集をかけるときに、子供たちに対する支援をしたいという動機とか、これまでの経験とか

様々、募集要項の中に示しますので、その中で判断していく形になります。 

○５番（禰占通男） もう一点、副担任というのはどうなるの。 

副担任というのは各クラスに１人なの、それとも学年で決まっているんですか。 

○学校教育課長（中村克己） 学校規模にもよりますが、中学校においては副担任制度というの

はありますが、小学校においては、副担任という形で全ての学級に副担任がいるわけではござい

ません。 

○12番（東君子） 先ほどの教育長の話で気になったことあるんですけれども、支援をしなけ

ればいけない子供たちの中にですね、子供が１人、先生が１人ついていないと、とても危なっか

しいという、そういう子供は今いますか。 

○教育長（木之下浩一） いると思います。 
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ただそれは学校のチームとして、１人の教員とか支援員に負担がいくのではなく、みんなで見

ていくという形で、今はしのいでいるところですが、正直なところ、もっともっと教職員の数が

欲しいですし、それから支援員の数も欲しいと、これは私の正直な気持ちであります。 

なかなか教職員、支援員が無理をしているという実態がありますので、それは御理解いただけ

ればと思っております。 

○12番（東君子） 子供たちだけではなくて、保護者の方々、やっぱり昔とすると全然違って

きていると思いますので、いろんな要望を出されてですね、教育現場がいいふうになっていけば

いいと思います。以上です。 

○９番（立石幸徳） 私も総括のときにでもと思ったんですけど、今特別支援の関係、前教育長

時代から教員不足という中で、特別支援に関わる教員の必要性が非常に出てきているので、なか

なか教員不足っていうことは解消できないということも、前教育長もずっと言われていたんです

ね。 

総括のときに聞きたいと思っていたんですが、まさに今出されている問題は、本市が次検討し

ている保健センターに大きく関わる問題だと思っているんですよ。 

というのが、一昨日の初日の審査のときですね、本市には子育て世代包括支援センターは健康

課が設置しているけど、福祉サイドのいわゆる児童福祉法に関わる子ども家庭総合支援拠点、こ

れはないんだと。そうすると、この子ども家庭総合支援の業務は、まさに今教育の問題と言われ

ている、要支援児童及び要保護児童等への支援業務ですよ。 

そうしますと、本市が先ほど教育長が言われた、ずっとその支援対象者が増えてきている。こ

の福祉サイドの子ども家庭総合支援拠点が設置されていないことと、私は大きく関わっているん

じゃないかと思いますよ。 

だから福祉サイドの要支援児童あるいは要保護児童、ここら辺の対応っちゅうのはどうなって

いるんですか。 

○福祉課長（福永賢一） 要保護児童対策地域協議会におきまして、委員がおっしゃるように、

子ども家庭総合支援拠点は設置しておりませんが、相談受付業務などの実態としては、業務を担

っております。 

福祉課として、要保護児童対策協議会の調整担当、事務局として要保護児童等の把握をするに

当たって、年に３回、学期ごとに各小学校、中学校を訪問いたしまして、そういった支援が必要

な家庭児童の子供についての情報共有をさせていただいております。 

保育所、幼稚園等につきましては、３か月に１回程度訪問して、同じように状況把握をさせて

いただいております。 

あと健康センターの保健師については、健康課長も以前答弁しましたが、月１回あるいは随時

情報共有をさせていただいているような状況です。 

○９番（立石幸徳） あとは総括に譲りますけど、初日に保健センター設置事業に関わる資料で

すね、この中で、子育ての包括支援センターと総合支援拠点を統合、一緒に一体化するという資

料の中でですよ、こども家庭センターに求められているのは、①ですよ、サポートプランをつく

るんだと、今後ですね。ここまで踏み込んでいるわけですよ。 

ですから、本市の要支援あるいは要保護、教育上の問題を含めてですね、現在はいろんな相談

を受けたり、その対応としてこういう形でこの子供は対応していきましょう、育てていきましょ

うというそういった実際上の計画とかは、現在はどういう状況になっているんですかね。 

○福祉課長（福永賢一） 支援が必要な家庭の方向性とかそういう対応につきましては、個別支

援会議等を開いた上で、各関係機関と情報共有し方向性を定めて、支援方法、どこの機関がどの

ような支援を担うというような対策、対応をさせていただいております。 

個別ケースの記録等については、調整担当で管理をしているところですが、今後につきまして
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も、そういったこども家庭センターという形になると、それを集中管理といいますか、情報共有

を密にしていくということになると考えております。 

○９番（立石幸徳） 総括でですね、この包括支援センターあるいは総合支援拠点に関わる歳入

もありますのでね、そこで聞きますし、総括でもまたまとめを聞きます。 

別な問題でですね、今度あらましの枕崎小学校の長寿命化の関係が１億7,000万ぐらいですか、

出されているんですけれども、この内容を聞きたいんですけど、今現在……。（「何ページにな

りますかね、あらましの」と言う者あり）いや、あらましの枕崎小学校の長寿命化ですよ。あら

まし17ページ26番ですよ。 

現在、学校の校門入り口にこの関係の、仮に校舎といいましょうか、仮のものができています

よね。これは年度内にできるわけですか。それでその新しく造る校舎、その内容を取りあえず説

明いただきたいと思います。 

○教育総務課長（宮原司） 枕崎小学校の長寿命化につきましては、今現在建てているものにつ

いては、本年度、来週で一応完成する予定なんですが、これは仮設校舎ということになります。 

一番奥が21号棟になるんですが、一番奥の職員室がある教室、特別教室となるんですが、そ

この工事が来年予定されておりまして、ここについては来年度全面リニューアルをする内容の工

事をいたします。 

なので、今から来週工事が終わったら、職員室等を全て仮設校舎に移動をして、来年度向こう

の21号棟を全面的に改修し、配管、全て屋根防水、外壁改修、中の内部改修含めて全て工事を

する予定となっているところです。 

○９番（立石幸徳） そうしますと、新しい校舎には授業用の教室はできるわけですか。 

○教育総務課長（宮原司） 現在、特別教室棟になりますので、あるものが理科室、音楽室、調

理室があります。１階には、事務室、校長室、職員室、主事室となっていますので、そこを基本

的には面積等を変えずに、同じ中身を全面的に全部改修しますので、教室はそのままの状況とい

うことでございます。 

○９番（立石幸徳） まず、新しい校舎ちいいましょうか、その学校に使うための校舎が授業用

の教室ではなくてもですね、今度できるわけですけども、枕小に特化しますけども、将来のいわ

ゆる児童数と見合った形の教室、当然少子化ですので、教室が足りないっちゅうことにはならな

いと思うんですけれども、その辺の見通しっちゅうのは、どうなっているんですかね。 

つまり市長の施政方針でも最初書かれていた本市の出生数ですね。これは校区別のデータもい

ただいているんですけど、令和４年の全体の数が73名ですけど、枕崎校区はそのうち30なんで

すね。立神校区20、桜山16、別府は７名で、令和４年に生まれた方々が一応そのままの校区に

住むとなると、もう全小学校が１学級以下ということになるんだろうと思うんです。統合もあり

ましょうけどね。 

そういった実際の出生数との推移で、学校の教室がどういう形で配置しなければならないかっ

ていうその辺は検討はなされているんですか。 

○教育総務課長（宮原司） 枕崎小学校で申し上げますと、今現在基本的に仮設校舎ですので、

校舎自体は増やさないと。 

近くで見える14号棟というのがございますが、そこについては長寿命化計画の中で、取り壊

すということを方針として決めておりますので、長寿命化が終わったらそれに取り組んでいく予

定としているところです。 

ただ出生数が減るといっても、特別支援の関係で先ほどありましたが、実際空いている教室に

ついては、特別支援の教室を若干、１つ２つ増えていく状況もございますので、今のところは教

室については、現状のままで対応していきたいということで考えているところでございます。 

○９番（立石幸徳） 私は教育の関係で最後にですね、学校給食のことでお尋ねをさせていただ
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きますが、初日にもちょっと触れましたけど、お隣の南さつま市も学校給食費無償化、今度本市

は給食費の口座振替を予算で出していますけどね。南九州市もそういう対応すると。 

そういう中で、今まで学校給食無償化についての市議会の中でのやりとりでですね、これは学

校給食法に基づいて対応していますと。いわゆる給食を作る設備もろもろについては自治体で設

置をするけど、食材については保護者に負担していただくというのが給食法の規定だと。しかし

今現在ですね、コロナの影響もあるんでしょうけれども、食材費そのものをもう自治体が支援し

ているわけですね。 

つまり学校給食法では食材費は保護者負担だと。しかし、こういう食材費が上がってきて、自

治体がその分を出しているわけですよ。そうしますとね、何を申し上げたいかっていうと、この

学校給食法というのは、もう空文化といいましょうか、全然法の規定を逸脱しているんじゃない

かと思っているんですよ。その辺について教育委員会はどういう見解なんですか。 

○教育総務課長（宮原司） 一般質問の中でもそこについてはお答えをしたところですが、学校

給食法11条に規定されているが、おっしゃられるとおり給食費を無償化しているとか食材費を

提供している自治体があるということでございますが、これについては、学校給食法が施行され

る昭和29年９月28日の文部事務次官通達において、自治体などが食材費を負担することは禁じ

得ない旨を明記されております。 

その件で無償化、食材費を提供してもいいということから、それぞれの自治体の実態に応じた

判断で実施しているものと考えているところです。 

○９番（立石幸徳） だからそれぞれが判断して、無償化もできるんですということであればい

いけど、給食法を前面に出してですね、食材費は保護者負担、保護者負担ち法でそうなっている

んですっていう物言いはですね、ちょっと違うと思うんですよ。 

だから今度コロナで、本市もでしたけれども、実際食材費そのものを負担しているわけですよ。

一部であろうが、少なかろうがですね。もうきちっと整理をして、本市はどうするかということ

を検討していただかないと、学校給食法なんかをそのバリアにしてですね、壁にして、その給食

費無償化は駄目ですっていうことにはならないと思います。だから今もう全国的にも給食費無償

化というのは非常に増えている。それはひとえにその給食法の根拠が相当崩れてきていると見た

ほうがいいと思うんですよね。 

そこで本市の学校給食無償化という意味では、何か検討のための何らかの協議を始めているの

かいないのか、その辺を最後に聞いておきます。 

○教育総務課長（宮原司） これまで無償化については答弁したとおりでございますが、給食の

無償化については、これまで検討したことはございません。 

○４番（沖園強） 財政課長にお尋ねしますけど、給食費の業務委託をやっているんですけど、

交付税関係で給食費に関しての基準財政需要額の捕捉っていうのはあるもんですか。 

○財政課長（篭原正二） 申し訳ございません。ただいまちょっと資料を持っていませんので、

準備いたしますのでしばらくお待ちください（「総括でいいですよ」と言う者あり）。 

○13番（清水和弘） あらましの16ページなんですけど、教育委員会のこの15番なんですけど、

社会科副読本わたしたちの枕崎改訂と書いとるんですけど、この改訂というのはどのような状況

になっていくんですかね。 

○学校教育課長（中村克己） 社会科副読本わたしたちの枕崎市改訂ということでございますが、

４年に１度の教科書改訂が行われます。 

本市で作成している小学校３年生４年生の社会科の副読本、わたしたちの枕崎市というものを、

教職員の社会科の代表がそろって編集委員会を組織して、枕崎市の地域の産業あるいはそこで働

く人々、その工夫や努力について、取材等を行いながら作成する資料でございます。小学校３年

生４年生の社会科の資料ということになります。 
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○13番（清水和弘） 今私はこの改訂っていう言葉にどうも引っかかるんですよね。 

これまでの内容と今回改訂される内容はですよ、この産業の部分と言われましたけど、どのよ

うな形で変わっていくんですか。 

○学校教育課長（中村克己） 特にもう４年もたつと地域の状況等が変わってきます。 

例えば枕崎のお茶とか水産業とか、それから４つの地域、電照ギクも含めてですが、それぞれ

の地域の様子、暮らしの様子、それから枕崎の特産品とかそういうものについて、統計等も変わ

ってきたり、特にまた先日も議会等でございましたが、大型冷凍庫等が港にできたりとか、ソー

ラーとかいろいろなものが４年たてば、特に変わってきますので、そういうような写真あるいは

先生方がそこに取材に行って子供たちに紹介する様々な枕崎市の様子、暮らしの様子が変わった

ものについて、最新のものを先生方が取材をして写真を撮って、４年に１回程度で改訂していき

ますので、新しいものを子供たちに紹介していくというような形になります。 

○13番（清水和弘） そういうことだったら、その昔の枕崎の基本的な部分は変えないと、そ

ういう理解でいいんですね。 

○学校教育課長（中村克己） はい、そのとおりでございます。 

○６番（城森史明） 予算書の128ページの南薩地区中学校進路指導研究協議会というのがある

んですが、これはどのような活動をされているんですか。 

○学校教育課長（中村克己） これは負担金でございまして、これにつきましては、南薩地区の

進路指導、特に公立高校の募集定員とかそういうところの説明会とか、そういうところに出てく

る資料とかあるいはそういうものに対する補助、負担金という形で支払っているところでござい

ます。 

○６番（城森史明） 活動はされていないんですか。具体的に例えば、一応協議会ってあります

からその辺がいろいろなされているんじゃないんですか。 

○学校教育課長（中村克己） 公立高校、こちらでいけば枕崎高校それから水産高校、中学校の

進路指導の担当との連絡会というところで、話合いあるいは学校見学、学校の状況等について話

し合ったりする会議になってきます。 

○６番（城森史明） 南薩地区って書いてあるんですけど、ということは、南九州市、南さつま

市、指宿市とかその辺のところが入るんじゃないんですか。 

要は私が言いたいのは、要は地元の高校に行かないっていうデータが出ていますよね。特に南

薩地区は県内においてもひどい状況になっていますよね。 

この公立高校の志願状況も出ましたけれども、そういう意味で南薩地区でそういうことがこの

協議会なんかでね、話題にされてはいないんですか。 

○学校教育課長（中村克己） おっしゃるとおり、公立高校は全県的にやっぱり募集定員を下回

る状況でございます。 

その中で南薩地区の高等学校が、産業フェスタという形でそれぞれの学校が輪番制で、その学

校の特色ある教育活動を含めたそういうものを紹介するフェスタに行ったりして、本市の中学生

も参加したりすることがございますが、そういうところに出向いて、南薩地区の高等学校のよさ

を実際見て、そして募集につなげていこうというような取組を行っているところでございます。 

○６番（城森史明） まさにですから、非常に重要な活動になってくると思いますよね、これが

ね。 

だけど7,000円っていう非常に少ない予算になっているんで、本当にそういう本来の活動が十

分にできるのかなという危惧を持つんですが、その辺は公立高校は特に南薩地区が少ないっちゅ

うことがね、どのような形で教育委員会は考えておられて、それで南薩地区ではどういうような

話になっているんですか。薩地区全体ではどういう話がされているんですか。 

○学校教育課長（中村克己） 年に１回、７月ぐらいに募集定員の説明会というのがございまし
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て、南薩地区の中学校の校長先生方それから本市でも市長、それから議長にも御案内があったり

するわけですが、全ての私立高校も含めて校長先生方、中学校の校長先生方に集まっていただい

て、鹿児島県内も含めてですが、特に南薩管内の公立高等学校の状況等について説明がございま

す。 

その中で、やはり定員割れをしている状況ということについては、懸念されるところではござ

いますが、教育委員会としましては、まずは地元の学校に行っていただけるように子供たちが選

択するように、まず管理職、校長先生、教頭先生方の研修会を交互に枕崎高校と水産高校で研修

会を行って、その後校内の見学を行って、そして進路指導担当者も、枕崎高校それから水産高校

で会を開いて、そして学校内の見学をさせたり、そのような形でまずは管理職も含めて進路担当

の先生方に、地元の高校のよさ、それから特色、状況等について考えていただいて、子供たちに

進路選択の中で、一つの選択肢として捉えてもらうように紹介するところはございます。 

 それから、枕崎高校、水産高校の研究発表がございます。先日は水産高校がございましたが、

コロナ禍でありましたが、オンラインで本市の指導主事がタブレットを持っていって、そしてそ

の映像を撮って、それを各学校に生でライブ配信して、子供たちがそれを見る。そしてそれに対

して質問を高校生にするというような形で、コロナ禍でなければ直接出向くということもあった

んでしょうが、何かできないだろうかということで、タブレットで先輩たちの発表の様子を見て、

そこで子供たちがこのような取組をしているんだということを気づいて、それもまた進路選択の

一つの方法になればいいなということで、つなげているところであり、最終的には子供たちが行

きたい学校、自分を生かしたい学校、そのような学校の選択肢となっていきますので、当然ふる

さとに返すという枕崎市教育委員会の目標でもございますので、ふるさとのために何かやっぱり

貢献できるという形で、進路選択も一つの方向性として考えてもらうように進めているところで

はございます。 

○６番（城森史明） 地元の高校に行くように最大限の努力をされているというのはよう分かり

ましたけど、これは子供たちが選択することなんで。 

最後に過去３年ぐらいのですよ、枕崎の中学３年生の公立高校と私立高校の進学の比率を教え

てください。後でも、総括のときでもいいです。 

○委員長（中原重信） １時間たちますので、ここで10分間休憩いたします。 

午前10時28分 休憩 

午前10時37分 再開 

○委員長（中原重信） 再開いたします。 

○学校教育課長（中村克己） 先ほどの６番委員の御質疑に対してお答えをいたしたいと思いま

す。 

市内の中学校の高校への進学率についてでございますが、平成30年度から申し上げますと、

公立が69.2％、私立が 27.4％。それから令和元年度が 65％、私立が33.7％。令和２年度が

60.1％、私立が33.9％。令和３年度が71.3％に対して私立が18.6％。令和４年度はまだ出てお

りません。 

○13番（清水和弘） あらましの17ページ、この23番なんですけど、英語検定料助成とあるん

ですけど、これの最近の受検者の状況といいますか、その辺はどうなっていますか。小学生も受

検しとると思うんですけど、ないですか、その辺。 

○学校教育課長（中村克己） 英語検定助成事業につきましては、市内の中学校に在籍する全生

徒を対象に、１人１回英語検定料の半額を補助するという事業でございます。 

それに伴いまして、受検した生徒に関しては、12月頃までに受けましたという申請をしてい

ただいて、それに対して補助を半額するという制度でございます。 

令和３年度は168名受検をしております。令和４年度、本年度は198名、30名ほど増えたと。
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昨年度はコロナ禍の影響もありまして、ちょっと受検を控えるということもありましたが、本年

度は30名ほど増えたということでございます。 

○13番（清水和弘） 小学生のほうは、まだそういう受検をするというような傾向は見えてい

ないですか。 

○学校教育課長（中村克己） 小学校につきましては、数字的なものは把握をしておりませんが、

個別に受けているかと思います。 

ただ小学校は小学校で英語教育の授業を行っておりまして、その中でスピーキングクエストと

いってタブレットを使った試験等を行っているところでございます。それについては、昨年度か

ら始めておりますが、今年度も同時に試験を行っているところの中で、本年度は全国の平均を上

回るという結果が出ております。 

ちょっと御紹介してよろしいでしょうか。小学校外国語推進事業といいまして、タブレットを

活用した英語力テスト、小学校五、六年生を対象に、タブレットを活用した英語のやり取りやパ

フォーマンステストを実施し、児童英語の学力向上を図ると。令和３年度が小学校５年生

56.3％、国が54.8％でしたので、小学校５年生に関しては上回りました。小学６年生は51.5％、

国が59.1％でしたので、若干下回るという結果でしたが、本年度は小学校５年生が61.7％、国

が58％でかなり上に行っております。 

それから小学校６年生が66.6％、国が59.8％ですので、本年度枕崎市の小学校五、六年生の

子供たちについては、全国を上回るというような結果になっているところでございます。 

○13番（清水和弘） これから国際化社会、今でも国際化社会になっているわけですけどね、

ますます外国人の需要というのは増えていくと思うんですよね。そういうふうになった場合に、

やっぱりこの英語っていうのは国際語だと思っていますからね、この辺にやっぱり力を入れても

らいたいと思っております。 

ところでですね、中学生の２級っていうのは、２級３級４級ありますけど、１級もありますけ

どね、枕崎の中学生で２級の合格者、受検者、それぞれどのぐらいなんですか。 

○学校教育課長（中村克己） 本年度につきましてですが、結果が出ておりまして、令和４年度

の２級の受検者は４名受検しましたが、１名２級が合格しております。それから準２級につきま

しては32名受検をいたしまして、準２級が11名本年度合格しているという状況です。 

○13番（清水和弘） このような状況の中でですよ、令和４年は１名ですか、準２級が11名だ

ったですか、この英語力を生かすために、教育委員会は社会に出てからのために、どのような対

応をされとるんですか。 

○学校教育課長（中村克己） 今ですね１人１台のタブレット端末等が準備されております。 

今までは一斉授業でネーティブの英語といえば、タイリーというＡＬＴを本市は雇っておりま

すが、この方が小学校、中学校を回るわけですが、ネーティブの英語に関しては、そのＡＬＴあ

るいは英語の教員が英語を語るわけですが、現在タブレットを通して一斉授業から１対１でネー

ティブの英語を聞くことができるようになっております。 

まずそれが、ここ２年で大きく変わったところで、子供たちが人を気にせずに目の前のタブレ

ットに対して発音して、それに対して返しが来ますので、どんどんどんどん１対１の授業で能力

が高まっているということ。そして何よりも一番大切なことは、英語で語る前に日本語で、つま

り自分の頭の思考が、英語で語る前にどんな自分の思い、考えというものがあるのか、大切なこ

とは母国語である国語をまず大切にしながら、その国語の中で、自分の考えをしっかり持って英

語で答えるということが大切ですので、まずは子供たちは授業を通して、国語や全ての教科です

が、対話、人の考えを聞きながら、自分の考えを整理して、自分の考えをしっかり相手に伝える。 

これは英語でも日本語でも大切なことですので、全ての教科において自分の考えを伝えられる

という教育を大切にして、その手法として英語を使うという形で、全教科がそのような対話的な
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学習をやっているところでございます。 

○13番（清水和弘） これからますますですね、労働力として外国人が必要になってくるわけ

ですよ。そういうことを考えた場合、使える、通じる英語、これが大事だと思いますからね、そ

の辺に力を入れてやっていただきたい、これはもう要望にしておきます。 

○12番（東君子） 予算書の134ページ、４番の図書館費のところなんですが、市立図書館につ

いてお伺いします。 

これ何件も問合せが来ているんですが、令和４年度に枕崎市立図書館が２月１日から15日ま

での蔵書点検、これで15日間図書館がお休みだったということで、他市に比べるとすごく休館

日が長いということなんですが、もっとお休みを短くできないのかというような問合せが幾つか

来ていますが、これはどうしてこんなに長いんでしょうか。 

○生涯学習課長（高山京彦） 市立図書館が例年２月１日から15日間かけて実施する特別整理

期間の件をお尋ねのことと思います。 

その期間につきましては、御指摘のとおり休館ということになっております。特別整理期間に

つきましては、図書館の本など所蔵資料が紛失または返却漏れがないか、または本来あるべき場

所に正しく配置されているかなどの点検作業を行っております。さらに点検によって確認された、

状態の悪い本の簡単な補修なども行っております。 

特別整理期間につきまして、本市よりも短期間の図書館があるということは承知しているとこ

ろです。その比較につきましては、なかなか一概に比較も難しいところではあります。 

主な要因の一つとして、恐らく近隣の市では行ってないと思いますが、本市の場合、遠方で直

接図書館に来られない方のために、各地区公民館など８か所の公共施設に、児童書を含めまして

3,300冊の図書を配本しております。その年１回の本の入替え作業が当期間に行われます。 

また、本市全ての所蔵資料を１冊ずつバーコードで読み取る作業を行っておりますが、ある都

市につきましては、自動貸出機用に使用されるＩＣタグがついていることで点検処理が早いとい

うようなことも聞いております。ほかにも、館内の掃除なども行っております。 

以上のようなことから、15日間の休館ということを設けているんですが、その際は利用者の

方には御不便をおかけしておりますが、図書館の運営上必要な期間でございますので、御理解い

ただきたいと思います。 

○10番（下竹芳郎） あらましの17ページの26番、中学校のさっきのインクルーシブ教育に関

係することだろうと思うんですが、学校施設バリアフリー化設計業務委託はどこをバリアフリー

化するのか、それも今から検証されるのかお願いします。 

○教育総務課長（宮原司） 公立小中学校施設におけるバリアフリー化につきましては、令和２

年度に文科省からの通知において、令和７年度末までの５年間で、緊急かつ集中的に整備を行う

ため、国の整備目標が定められております。 

財政支援も強化されておりまして、バリアフリー化を行うための改修事業については、国庫補

助が３分の１から２分の１ということで、今引き上げられているところです。 

本市においても学校については、校舎や屋内運動場において、スロープ等による段差の解消、

あとバリアフリートイレなどの整備をしていかないといけないということで、計画的に取り組む

こととしておりますので、令和５年度は４中学校の設計業務委託を行って、令和６年度にその工

事を行う予定としているところでございます。 

小学校については、来年度設計委託のお願いをして、令和７年度に工事を行う予定ということ

で今計画をしているところです。 

○10番（下竹芳郎） 今小学校、中学校で、バリアフリートイレっていうのは、設置はあるん

ですか。 

○教育総務課長（宮原司） 一応学校については、災害時とか避難所になることがございますの
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で、避難所が国の整備目標の中にあるんですが、避難所に指定されている学校における整備率を

令和７年度までに原則100％とすると。ですので、車椅子でそのまま使えるバリアフリートイレ

を一応整備をしていきたいと考えているところです。 

○10番（下竹芳郎） 何年か前、小中学校を視察させてもらったんですが、何か所か階段昇降

機がある小中学校がありますよね。それは今使用されているんですかね。 

○教育総務課長（宮原司） 使う児童生徒がいる学校については、実際毎年点検をして使ってい

るところでございます。それ以外の対象者がいないところについては、使っていないところもご

ざいます。 

○10番（下竹芳郎） 今現在、必要とする児童生徒はいらっしゃるんですか。 

○教育総務課長（宮原司） おります。 

○２番（眞茅弘美） 同じくあらましの17ページ、別府中学校大規模改造質的整備事業なんで

すけど、こちらの説明をお願いします。 

○教育総務課長（宮原司） 別府中学校の大規模トイレ改修についてでございますが、これにつ

いては、別府中学校にあるトイレを全て洋式化、外にあるところは乾式化にはできないですが、

洋式化、乾式化ということで、バリアフリー化ということで全て整備をするというものでござい

ます。 

○２番（眞茅弘美） 全てということですけども、先ほどのこのバリアフリー化事業の中で、避

難所の整備ということでございましたが、たしか別府中学校の体育館が避難所になっていました

よね。 

○教育総務課長（宮原司） 小中学校については、全ての学校が第２避難所ということで指定を

されておりますので、全ての小中学校が避難所ということになっています。 

○２番（眞茅弘美） 外のトイレが今ちょっと和式になっていまして、体育館のほうにはトイレ

は設置できないんでしょうか。 

○教育総務課長（宮原司） 今回の大規模のトイレ改修については、体育館の中にトイレを設け

るとはしておりませんので、現在あるトイレを全てできるところは、洋式化、乾式化ということ

で整備をする予定としておりますが、体育館の横に別府中の場合はプールと両方兼ね備えており

ますので、そこの整備は行いますが、体育館の中にトイレを設けるようには計画してないところ

でございます。 

○２番（眞茅弘美） あと、予算書の141ページの社会体育施設管理運営費、これ増額になって

おりますけども、こちらの理由をお願いします。 

○スポーツ・文化振興課長（中嶋章浩） これにつきましては指定管理者の委託料、これを210

万円程度増額しております。 

その理由といたしましては、昨今の物価高騰によるものや、スポーツ合宿そして大会、イベン

ト等の増、そしてまた新年度は国体の年を迎えるということもありまして、管理運営の向上を図

っていただくために、今年度の予算1,100万円でしたが、新年度は210万円を増額しまして、

1,310万円とすることとなっています。それによる増額ということになります。 

○２番（眞茅弘美） 今年度は国体も開催されますので、以前、清掃に関しての苦情等もござい

ましたので、その辺十分管理のほうよろしくお願いします。 

○スポーツ・文化振興課長（中嶋章浩） この件につきまして、毎月指定管理者と打合せする機

会を設けておりますので、それに対応していただくように、十分お願いしているところではあり

ます。 

○３番（上迫正幸） 予算あらましの18ページ、46番の部活動地域移行推進事業、これについ

ての説明をお願いいたします。 

○学校教育課長（中村克己） 部活動地域移行推進事業につきましてでございますが、令和５年
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度以降、休日の部活動の段階的な地域移行と、地域スポーツ・文化環境の一体的な整備に向けて、

スポーツ団体や文化芸術団体等の整備の充実、指導者確保の支援等を含めて総合的に進めていく

国の事業でございます。 

年度当初は３年間を改革集中期間ということで、令和８年度までに休日の部活動移行というこ

とで、いわゆる学校の教員が土曜日、日曜日指導するのではなくて、指導を地域に移行するとい

うことで進んでおりましたが、地域の実態等を踏まえながら、文科省は改革推進期間ということ

で、３年間の間になるべく整備を整え、できるところから３年後、土曜日あるいは日曜日の部活

動については、地域に移行していくというような形で進めていきなさいと。 

少し速度がゆっくりしたという形になりますが、本市としましてはそれを受けまして、来年度

地域総合総括コーディネーターという、部活動の経験ももちろんそうですが、中学校でいえば中

体連の役員をされた方、それから部活動にたけている方、取りまとめをしっかりされてきた方を

雇用いたしまして、来年度まず部活動とはというところから、各学校の部活動の状況や実態を踏

まえ、職員、保護者、それから部活動、それから地域スポーツ団体等との連携をしっかり図って

いきながら、本市ではどこから進めていけばいいのかということも含めながら、コーディネータ

ーが中心となって、各関係機関、学校を含めたところで連携を図って改革に進めていくと。 

どこの市町村も行うわけですが、本市としましては、コーディネーターを置くことによって、

そのスピードは早まっていくのではないだろうかということで、来年度重点的に置いたところで

ございます。 

○３番（上迫正幸） 地域の方が先生方の代わりに監督をやられるということですが、今、中体

連というのがありますよね。地域の予選をして県大会に行くと、そういう大会なんかはどうなる

んですかね。 

○学校教育課長（中村克己） 地域スポーツクラブについても、中体連については参加できるよ

うに、競技ごとに細かい規定等はございますが、その方向で進んでいるところでございます。 

○３番（上迫正幸） 野球なら野球、サッカーでもありますけど、練習などをするのはやっぱり

学校を利用するんですかね。 

○学校教育課長（中村克己） 今おっしゃるとおり、どこを活用していくのかということについ

ても、コーディネーターが中心となって、どことどこが合同でするとか、１つの学校に出向いて、

その指導者がするのか、それとも枕崎市内のその競技の子供たちをどこかに集めてするほうがい

いのか、どういうことが子供たちにとって負担も含めて可能なのかということを来年度協議会を

通して検討していくと。その先のことについて、来年度の協議会で本市の方向性というのを決め

ていくことになるかと思います。 

○３番（上迫正幸） 地域に移行するということで、いろいろ費用がかかりますよね。そっちの

費用面はどうなると考えていらっしゃいますか。 

○学校教育課長（中村克己） おっしゃるとおり、費用の面とかそれから事故、けがの面とか

様々な課題が山積みでございます。国もそれを今受けて、当然、支援の方法、補助を含めていろ

いろあるかと思いますが、今はもう各部活動が自己負担で部費を払ってということで、受益者負

担というかそういう形でやっておりますので、原則的にはそうなのかもしれませんが、やはり経

済的な負担が高まってくる中で、どんな支援ができるのか国も今検討しているところでございま

す。 

○14番（吉嶺周作） そうすると３年後にはですよ、部活動というのはもうなくなって、クラ

ブ活動みたいな形になっていくということになるんですかね。 

○学校教育課長（中村克己） 今仰せのとおり御心配されるかと思いますが、今のお話は、休日

の部活動移行ということでございます。 

この地域移行の一つの始まりにつきましては、教職員のいわば土曜日、日曜日の部活動指導に
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よっての負担を軽減していくということですので、まずは土曜日、日曜日については、教職員は

部活動を離れて、平日については当然学校の中で部活動はございます。 

ただ将来的には、社会スポーツとして国が考えているのは、子供たちが様々なスポーツを地域

の中でできるように、例えばバスケットも野球もいろんなスポーツが地域コミュニティーのスポ

ーツクラブの中でみんなが好きなスポーツができる、生涯スポーツにつながればいいんではない

だろうかという大きな目標もありますが、学校としましては、まずは３年後については、できる

ところから土曜日、日曜日に地域の方にお手伝いいただきましょうかということで動いていると

ころでございます。 

○14番（吉嶺周作） そうすると、具体的に345万9,000円という数字を出しているんですが、

この使い道は今決まっているんですか。 

○学校教育課長（中村克己） 先ほども申しましたが、総括コーディネーターという方を雇いま

す。 

その方が枕崎市内にある全ての部活動について、まずは出向いて保護者、監督、学校に部活動

移行とはどういうものなのかをしっかり説明した上で、今度はそれぞれの競技の人数を含めて、

どういう形ができるのか、土曜日、日曜日できるのか、今度は地域のスポーツ団体との連携を図

っていきながら、どこからまずできますか、どの学校のどの部活動からできますかというところ

のコーディネートを来年度行っていくということで、中心になって動いていただく費用という形

になっていきます。 

○２番（眞茅弘美） この今の部活動の件なんですけども、これは文化部も含めてでしょうか。 

○学校教育課長（中村克己） はい、これはスポーツも文化も含めてです。 

○６番（城森史明） 予算書の116ページ、消防施設費なんですが、大幅に減少していますが、

施設整備が落ちついたということなんですかね。 

○消防総務課長（中原広次） この施設整備費の減少については、大きくは施設整備が大体整い

つつあるというところになります。 

○６番（城森史明） 広域消防から単独になってですよ、もう10年近くなると思うんですが、

そんときに議会も賛成したわけなんですが、その理由がですね、要はそのときの設備導入費やら

運用コストが下がるんだというお話だったんですよね。そういう観点から単独消防組合になった

ことについてどう総括されていますか。 

○消防総務課長（中原広次） 消防本部発足時に、単独での消防指令システムの整備等において、

財政的に有利であるということで、現在もそのような状況で単独のほうがよいと考えております。 

○６番（城森史明） それはもう最初分かっていたんですが、その後の運用コストについてもね、

下がっていくんだと、単独で十分やっていけるんだということだったと思うんですよ、導入する

ときの導入費だけじゃなくてですよ。そういう面ではどうなんですか。 

○消防総務課長（中原広次） 先ほど申しました消防指令システムについても、本市は簡易型と

いうことで保守点検費用、そして中間更新費用についても、南薩３市と比較すると大分安価でで

きております。 

○６番（城森史明） それについては分かりました。全体の消防としての運用コストもね、広域

に加わるよりも単独のほうがコスト的にも安くなるんだということだったんですよね。ですから、

この施設整備も含めて、いろんな施設整備やら消防の人件費ですよね、含めてその辺はどう考え

ておられるんですかね。 

広域になった場合と単独の場合の、安くなるということでしたが、その運用コストも安くなっ

ているんですか。それと、単独になってから何年になりますかね。 

○消防総務課長（中原広次） 本市が単独での消防本部を発足したのが、平成25年４月１日か

らになりますので、現在でちょうど10年を迎えるところになっております。 
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○消防長（田中幸喜） 費用的な面については、先ほど総務課長が述べたとおりなんですが、単

独になった利点といたしましては、一概には言えないかも知れませんけれども、単独以前につい

ては、近隣市、いわゆる坊津町の一部の栗野地区、それから南さつま塩屋地区だとか、そういっ

たところへの出動も兼ねておりましたが、単独になったことによって、枕崎市内のみの救急活動、

救助活動、消火活動、そういった枕崎市に限定した活動ができているということに関しては、非

常に有効であると考えているところでございます。 

○６番（城森史明） 普通に考えてですよ、消防車１台を単独で維持するのと広域で共同で管理

するんだったら、共同のほうが安くつきますよね。そういう意味を考えたら、全体を含めて整備

費なんかも普通は上がってくると思うんですよね。だって、単独で支払いをするわけですから、

３人で共同ですれば、費用は３分の１で済むわけですよ。だから、そういう意味で全体の費用コ

スト、これは上がっているんじゃないかと思うんですけど、その辺は下がっているんですか。今

答えられなかったら総括でも構いません。 

○消防総務課長（中原広次） 本市が単独になる以前の南薩地区消防組合時代においても、消防

車両等施設等の整備はそれぞれの構成市での整備となっておりましたので、予算的には負担は変

わらないところであります。 

○４番（沖園強） いろんな運用等において、人員といいますか、あるいは機材といいますか、

そういったものに配置基準的なものもあるもんですか、消防は。今の質疑に関連して。 

○消防総務課長（中原広次） 市町村消防においては、消防力の整備指針により、それぞれの要

因、資機材等の算定整備指針が出ておりますので、その指針に基づいて整備しているところでご

ざいます。 

○４番（沖園強） その指針では、機材に関するのは例えば人口割とか行政面積とかそういった

もので指針が出てくるの。 

○消防総務課長（中原広次） 車両等においては、消防署に配置するものであったり、救急車に

おいては、人口で２万人目安に１台など、また予防要員、警防要員というのは、防火対象物の施

設数で算定するものがございます。 

○７番（吉松幸夫） あらましの18ページの件で、少年の船の経費のことについてちょっとお

尋ねいたします。 

令和５年度も111万8,000円の予算をつけていただきまして本当にありがたいと思っておりま

す。少年の船のことに関しまして、教育長に見解をちょっとお尋ねしたいと思います。 

○教育長（木之下浩一） 本市の歴史上のこともありますけれども、やはりこの黒島との交流に

ついては継続をずっとしていきたいと思っております。 

私もかつてここで勤務する頃に２度ほど行きましたけれども、その後コロナとかいろいろなし

けとかで行けませんでしたけれども、やはりこの交流は、枕崎の子たちにとっても、それから向

こうの黒島の子たちにとっても非常に意義深いものでありますし、歴史をもう一回振り返ったり、

それから慰霊をしたりという経験を積めるということであります。できればといいますか、ずっ

と継続していきたいという気持ちは強うございます。 

○７番（吉松幸夫） 今、教育長にお尋ねしたんですけれども、今ありましたとおり、この４年

間、天候が悪かったり、コロナだったりとかしてちょっと実現できていなかったのは非常に残念

なんですけれども、以前からですね、もうこれに関わってから20年になるんですが、新任の先

生方にぜひ参加してもらいたいというのを言い続けてきたんですけれども、なかなかスケジュー

ルもあって参加できてなかった先生方もいらっしゃると思うんですけれども。 

先ほどの社会科副読本の改訂も４年に１回というようなこともありますので、ぜひ新任の先生

方、今もいらっしゃる先生方にですね、一緒になって参加していただきたいといつもお願いして

いるんですけども、その辺の取組についてはどうなんでしょうか。 
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○生涯学習課長（高山京彦） 来年の事業につきましては、三島村教育委員会と協議を来週行う

ことになっております。教育長からの話もありましたけれども、これまでのお互いの歴史のつな

がりがありますので、５年間中止となっておりますけれども、我々としては実施する方向で協議

を進めていきたいと思っております。 

もちろんそこにつきましては、三島村教育委員会の意向もありますけれども、５月には新型コ

ロナウイルス感染症法上の位置づけも引き下げられるということですので、今回は事業が進めら

れるのではないかと思っております。その中で、新人の先生の参加ということですけれども、こ

れまでも参加は学校を通じて呼びかけております。こういった深いつながりがある事業ですので、

学校から新人の先生にはお声をかけていただきまして、参加の呼びかけは実際しているところで

ございます。 

○７番（吉松幸夫） 枕崎のこの行事ですね、全国でも特筆する事業だと思いますので、これを

やっぱりしっかりと、要は先生方はやっぱり市外から来られている人たちですので、そこにちょ

っと広めていくような形で進めていただきたいとお願いいたします。 

○５番（禰占通男） 先ほどありました消防の設備についてですよ、10年単独でやってきたと。 

そうすると、消防無線ですよ、デジタル機器、あれがもうそろそろ更新時期に来ていると思う

んですけど、その点はどうなどうなるんですか。 

○消防総務課長（中原広次） 委員の御指摘のとおり、おおむね10年使用することとなってお

りますので、更新時期が来ておりますが、本来、中間更新を単年度でするものを、本市は３か年

で今年度まで実施しましたので、今現在の更新予定は令和８年を予定しているところです。 

○５番（禰占通男） そうすると、８年で最終的に額は幾らになるんですか。 

○消防総務課長（中原広次） 今現在想定している額は、消防救急無線、そして指令システム、

両施設を同時に更新しますので、１億数千万と考えられます。―はっきりした見積り等はまだ

出しておりませんので、１億2,000万、3,000万ほどはかかるのではないかと考えられます。 

○５番（禰占通男） １億3,000万ぐらい。 

○消防総務課長（中原広次） 平成26年に整備している、現在の高機能型簡易型の指令システ

ムですが、消防無線、そして指令システムの費用が１億1,700万ほど掛かっておりますので、最

近の物価高騰も考えますと、多少、それよりはかかるのではないかと考えております。 

○５番（禰占通男） 昨年度だったと思ったけど、南九州市のほうが十何億予算に計上されたの

を新聞とかで見たんだけど。今６番委員からもありましたけど、効率的に見て単独ということで

本市はいったんですけど、私はそのときに一番の問題は、このデジタル機器に対しての対応が

10年をめどにずっと更新していかないといけないということで私は単独がいいと思ったんです

よ。そして、うちも入ったら、南さつま市、南九州市入れたら20億ぐらいあると思うわけね。

それを人口が少ない本市が出すとなると、また下手すると今の二、三億で済む話じゃなくて五、

六億いくんじゃないかということで私はそのとき反対したんですよ。 

それが現実として、今５Ｇに対応しましょうと政府も一生懸命やっていると、それが10年後

また大きなお金となるので。あと10年後は私はいないけど、そのときの効率ではっきりするん

じゃなかろうかなと思っております。 

それとあと消防団員ですよ。これについて消防団員は、114ページと当初予算にもありますけ

ど、この国のあれでも全国的に団員が確保できないと新聞等にもあったんですけど。この団員の

数ですよね、１分団員の数、これは国と本市の条例というのは同じなんですか。 

○消防総務課長（中原広次） 今委員の質疑の内容については、本市の条例定数のことでよろし

いでしょうか。―消防団員の定数については、現在は市町村の実情に応じて算定することとな

っておりまして、特段、今、算定指標とかはないところでございます。 

○５番（禰占通男） 私が住んでいるところも、１地域で１分団っていうのは、一時は成り手を
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確保できたんだけど、またこの頃確保が難しくなってきているそうで、その点を１分団の団員数

を考慮して、定員を下げるっていうことはできないんですか。20名とか十七、八名とか、どう

なんでしょうかね。 

○消防総務課長（中原広次） 消防団員の定数の見直しについては、今年度の分団長会の中でも

意見が出されまして、今各地域の分団長に地域での消防団員の数であったり、組織であったりを

どう考えているかというのを今集約している最中でございます。 

ですので、今まだはっきりとどうすると言えることはありませんが、過去には、消防団員数に

ついて、ポンプ車の運用に必要な人数、ポンプ車であれば５名、小型ポンプであれば４名という

ことなんですが、実際に災害が発生した場合の参集率を国が３分の１と見ておりまして、実際に

は、ポンプ車であれば３倍の15人、小型ポンプであれば４人の３倍で12名は、必要であると思

われます。 

○５番（禰占通男） できれば、今の時代に合った、最低でも何か消防活動なりができるように、

またそして各分団長、各自治会長の負担を軽減できるように、本市の条例、そういうところを考

えて対応してもらいたいと要望しておきます。 

あともう一点、先ほどの学校教育費ですけど、この18ページの給食費の口座振替ですよ。こ

の振替は、どこで扱うんですか。父兄がどこで振り込むかっていうそういう振り込み。 

○給食センター所長（宮原司） これについては、口座振替になりますので、保護者の方が持っ

ていらっしゃる口座から給食費を毎月口座振替をするということで、その振り替えた分は給食セ

ンターの会計に入ってくることになりますので、原則振り込むという形ではございません。 

○５番（禰占通男） 一般質問でもしたんですけど、コンビニ、銀行、どこで対応するのかなと

いう質疑ですけれども。 

○給食センター所長（宮原司） 市内のほとんどの金融機関の口座をお持ちであれば、口座引き

落としはゆうちょ銀行も含めてできるように今、計画をしているところでございます。 

○５番（禰占通男） コンビニとかはできないということですか。 

○給食センター所長（宮原司） 口座振替ですので、コンビニの納付等は考えておりません。 

○５番（禰占通男） 一番の思うところなんですけど、今までもずっと給食費を払えない、払わ

ない、その問題が起きているわけですよね。 

それで、地域ＰＴＡに集金をお願いするちゅう方法がもう30年以上続いていると思うんです

けど、そうした場合、振り込みがなかった場合はどう対応するんですか。今、この議会の中でも

給食費が納められていなくても給食は取れるようにしていますという、そういう今までの答弁も

あったんですけど、それについての対応をどうするんですか。 

○給食センター所長（宮原司） 当然、口座振替をして、口座の不能になるということが考えら

れますので、それについては、今までは各集落で集めていただいておりましたが、来年の３学期

からということで今進めておりますが、もう個人の対応なりますので、今現在地域で集めていた

ものを個人で納めることになりますので、基本的には、口座が不能になったら、不能の通知を保

護者にお送りして、それで納めていただくということで対応は考えていますけれども、当然、額

が増えることもございますが、それについては、給食センターの職員が今後徴収をしていくこと

になろうかと考えております。 

○５番（禰占通男） あともう一点、この学校問題で予算の127ページ。先ほど英語、外国語の

対応で教育委員会もタブレットで今語学力アップをしていますという答弁だったんですけど、こ

の127ページだと外国青年招致事業による助手１人分ちなっているんですよ。私は英語は話せな

いけど、実際にはこの生の人と人が対しての会話が私は上達の一番の早道じゃないかと思うんで

すけど、先ほどタブレットで十分対応できるというような、私としてはそう捉えたんですけど、

どうなんでしょうか。 
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○学校教育課長（中村克己） 本市では、外国語青年招致事業という国の事業の補助を受けまし

て、中学校における授業の補助、小学校における会話補助、教員に対する研修、課外活動の協力

を行う目的で、ＡＬＴ、アメリカ出身のタイリー・ジョンソンという方を招聘しているところで

す。 

このＡＬＴにつきましては、当然、授業の中での補助という形が一番、言えば日本人の教師と

外国人のＡＬＴが会話をすることによって、その生のネーティブの発音を聞いて、子供たちが今

度はお互いにコミュニケーションを取るときに、その先生とＡＬＴがモデルになるわけですね。

それを見ながらしますので、タブレットについては自分の発音が正しいネーティブに近いのかと

いうことの採点をしてもらったり、あるいはあくまでもその機械から出てくる音声だったりする

ので、コミュニケーションにはなかなかならないところはあります。しかし、ＡＬＴは、やはり

自分で話してみたいなと思うときに、休み時間とか昼休み時間とか、そういうところで子供たち

が積極的に話しかけて、もちろんＡＬＴのほうから話しかけたりしながら、本当のコミュニケー

ションが生の人間ですのでできます。そういう使い分けでタブレットとＡＬＴというのはあるか

と思います。 

○５番（禰占通男） あともう一点ですよ、前、所管事務調査で学校に行ったときに、英語のボ

ランティアで生徒と対面して、助手的なことをしていた方がおったんですよ。 

枕崎には何人ぐらいいるんですか、この外国語に対応するボランティア、教職員の中でも別府

小学校と中学校の掛け持ちっちゅうのも以前はありましたよね。そういう方で外国語に対応でき

る人的な面というか、何人ぐらいが対応可能なんですか。 

○学校教育課長（中村克己） ＡＬＴにつきましてはお１人ということで、ＡＥＴといって日本

人で英語の助手という方が２人おります。２人の方がおりますが、本市では計３名という形にな

るかと思います。 

○５番（禰占通男） 本当に小さいうちからもう外国語だけはもう耳で聞いて話さないと、もう

覚えるもんじゃないと私はつくづく実感していますから、もう本当に子供たちのあれには何かそ

ういう機会をどんどん与えてやってもらいたいという私の要望です。お願いいたします。 

○９番（立石幸徳） 18ページあらましですね、44番国体の件でですね、県民運動については

一般質問もしたんですけどね、その前に消防の話が出ましたので、ちょっと私は意見だけ申し上

げておきますけど。 

 枕崎市にですね、南薩の消防組合事務局ちゅうのが設置されて、広域消防を一時的にやってい

たわけですよ。それは、この南薩の一部事務組合を統合するということで、衛生管理組合は南さ

つま市、我が枕崎市に消防組合、そして介護を南九州市と。ところが、はっきり申し上げて、広

域消防の中で決裂が起きまして、我が市がいろんなものを精査して、単独消防になったというも

のじゃないですよ。それはもう政治的に単独にならざるを得なかったわけですよ。ただですね、

先ほど６番委員からも出たように、10年たって、本当にコストの面で単独がどうなのか、ある

いは広域がどうなのかちゅうのは、やっぱりしっかりと節目に整理をしておくべきだと思います。

ただこれは意見として申し上げたいと思います。 

国体の関係、予算は8,900万ぐらい出ているんですけど、主な使途といいましょうか、歳出額

の主な使途はどういうものになっているんですかね。 

○スポーツ・文化振興課長（中嶋章浩） 金額にしまして8,796万6,000円ということで、実行

委員会への負担金ということになっておりますけども、国体等の開催経費で一番大きいところは、

会場設営委託料、そして大型テント等や仮設の空調、これに大きな金額がかかっているところで

あります。そして、宿泊輸送交通費とか式典費、炬火リレーというのも７月に計画しております。

それとはまた別に推進費といたしまして、広報啓発費として40万程度、計上しております。国

体等の開催費、総務費としまして、7,050万円程度、先ほど申しましたけれども会場設営経費と
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して大きく経費がかかっています。 

○９番（立石幸徳） それからこれは歳入に関わるんですが、この関係の県の補助金が3,700万

ぐらいですよね。残りは一般財源になっているんですよ。県の補助金の算出根拠ちゅうのは、ど

うなっているんですか。 

○スポーツ・文化振興課長（中嶋章浩） 先ほど申しました会場経費等そういったいろいろな積

み上げがございまして、県が認める積算により、事業に対して３分の２を補助するということに

なっております。県からのその経費が先ほど委員からおっしゃられた金額、県からの支給金額と

いうことになります。 

○９番（立石幸徳） 最後に県民運動の関係で、ちょっと一般質問で答弁がされなかったといい

ましょうか、漏れたこの清掃活動ですね。来県者に、市外から来る方々に本当に枕崎市全体でき

れいになった町をやっぱりつくらなきゃならんということで、この清掃活動の面では、特に国体

に備えてどういう対応をしようということになっているんですかね。 

○市民生活課参事（松田勇一） 清掃活動につきましては、衛生自治団体連合会が年に２回ふる

さと美化活動を７月と12月にやっております。衛生自治団体連合会と今協議を行っておりまし

て、国体前に町の美化清掃に特化した美化活動はできないかということで、協議を行っていると

ころでございます。 

○９番（立石幸徳） 国体の前にもう一回、お盆前、お正月前の美化活動にプラスしてもう一回

美化活動を実施しようと、まだ決定じゃないけどそういう考えがあるとこういうことですかね。 

○市民生活課参事（松田勇一） 今、委員が言われたとおりでございます。衛生自治団体連合会

の理事会を開催しまして、その中では賛同をいただいているところでございます。 

○９番（立石幸徳） やはり市民にもですね、そういう全体的な運動もだけど、一人一人の市民

が国体に向けて町をきれいにしておこうという意識づけ、啓蒙、こういうのも非常に大事かと思

うんで、もう既に日程が決まっているわけですので、できるだけ早めに市民に国体に備えて町を

きれいにということを啓蒙、啓発していただきたいと要望しておきます。 

○４番（沖園強） 時間があれですから、簡潔にお願いします。 

まず消防費はあらましの15ページの３番なんですけど、消防施設等の整備事業費につきまし

ては、９月の決算委員会等でも若干指摘があったりしていたんですけど、今回また小型ポンプと

自動車２台が購入予定なんですけど。結局は、実態が入札参加業者の公募に対して１社しかない

という実態で、改善する余地がないんじゃないかというような指摘だったんですが、その後どう

なっていますか。 

○消防総務課長（中原広次） 今年度に整備した消防ポンプ自動車についても、応札が可能な業

者がいたことから、２社での入札となっております。 

○４番（沖園強） 決算時での議会としての指摘は、全国を当たれば応札できるような業者がい

るじゃないのということで、対応すべきじゃないかというようなことだったんですけど、その辺

は公募をかけるときに公表の在り方っちゅうのはどんな形でやっているの。 

○消防総務課長（中原広次） 消防車両については、故障等が発生した場合に緊急に対応できる

県内に事業所のある業者からの購入が望ましいということで、これまで県内の業者を選定してお

ります。今年度確認したところ、県内にも他県で車両等の整備、車両等を販売している業者の取

扱いも可能な業者もおりますが、その緊急的な対応が県外から来るということで困難という話は

伺っております。そこでまた、来年度の購入についても、業者選定についてちょっと検討をして

いるところでございます。 

○４番（沖園強） あらましの17ページ、学校教育費なんですが、26番教育施設整備等で、桜

山小学校のプール塗装改修工事があるんですけど、今、所管事務調査で現地調査がないもんです

から、現場をなかなか把握しづらい部分があるんですけど。これ桜山小学校のプールは中学校と
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の共用といえばいいのかな。桜山中学校は、たしか昭和39年に造ったプールだと思うんですよ

ね。全校的にプールに限って言えば、ほとんどもう非常に劣化した状況であると。そういった部

分で、今桜山小学校と中学校と共用するような形で検討していくんだというようなことだったん

ですけど、どうなっていますか。 

○教育総務課長（宮原司） 以前も議会の中で、今後のプールの施設の改修についてはどのよう

にいくのかとの御質疑がありまして、プールへの距離的なものがありまして、昨年度から桜山小

学校と中学校を桜山小学校のプールを使うということでしてきたところでございます。 

特に実態として、中学校、小学校、確認したところ特に問題がないということでしたので、桜

山小学校のプールを、今後優先的に整備をしていくものということで、今年度にろ過機を改修し

て、来年度は塗装をするということで整備をしていくという状況でございます。 

ほかのところで極端に劣化が見られるところが、現在、極端にはないんですけれども、今後、

各学校にあるプールについては、できるだけ一月程度のものに費用が高額でかかるということで

ございましたので、できるところから各学校、また学校長と相談をしながら、プールをほかで代

替できないかということで計画はしておりますけれども、今具体的に進んでいる状況はございま

せん。 

○４番（沖園強） 教育長にお尋ねしますけど、本市の場合、小規模校の特性を生かしたという

ようなことで学校の統廃合をちょっと見合わせているんですけど、今年度ですかね、南さつま市

がまた長屋小学校を統廃合するんだと。というような、南さつま市としては統廃合を推進してい

ると言えばおかしいんですけど、そういう状況なんですが、出生数等も先ほどもあったんですけ

ど、将来にわたってどういった学校の体制がいいのか悪いのか、その辺のメリット・デメリット

もあるんでしょうけど、学校在り方検討会ちゅうのは、今どこの学校区も立ち上げているんです

か。 

○教育長（木之下浩一） 望ましい学校づくり審議会ということですかね。―今年度、別府中

学校についていたしました。その答申は、令和９年度にもう一回検討するということで終わって

おります。 

学校の考え方として、現在、本市にある学校については、枕崎小中学校のような、ある意味大

規模、中規模の学校と、それから別府、桜山のような小規模の学校ありますけれども、教育効果

としては、例えば学力をいえば、小規模のほうがはるかに高い。大きくなればなるほど、そこが

芳しくなくなっていくと。それから、いろんな教育的にも小規模のほうが効果が上がっていると

いうこともあります。 

そういうことからも、ごく小規模になれば考えていかなきゃならないですし、それから大事な

ことは、地域の声として統合をしてほしいという声が上がれば、私たちは積極的な検討に入らな

ければならないと思っていますけれども、今のところ令和９年度の別府中学校の検討までは、こ

のまま様子を見ていこうかなと思っております。 

統合することによって、ある程度の人数の確保ができていくんですが、学校の質的なものを考

えると、私は非常に今の１小１中の理想的な、県下に例を見ない体制がベターではないかなと考

えているところです。 

○４番（沖園強） 地域、保護者の間でいろいろ賛否両論あるわけですよね。ですからアンケー

トを取ったほうがいいんじゃないかというようなことも何度か議会等でも出てきているんですけ

ど、別府中学校の場合、令和９年度に再度在り方検討会を招集するということなんですけど、そ

のアンケートは取ったんですかね。 

○学校教育課長（中村克己） 本年度、望ましい学校づくり審議会を別府中学校区で開催いたし

ました。スケジュール的には４回実施いたしました。その中で、審議員の方々に審議していただ

きましたけれども、議員がおっしゃるとおり、地域の実態としてアンケートを取ってみたらどう
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だろうかということで、審議員の方々から御意見があり、こども園、小学校、中学校、高校の保

護者、それから公民館長を対象にアンケートを実施いたしました。 

そのアンケートにつきましては、御意見をくださいということで、まずは別府中学校の今後の

生徒推移を踏まえ、再編・統合についてどのようにお考えでしょうかという形で質問を投げかけ

ております。 

その中の設問としましては、今すぐ再編・統合に移行したほうがよいという選択肢、そこには

その理由を、しばらく現状のままでよい、その理由、しばらくとはいつぐらいまでかと、また別

な選択肢がありまして、９年度、この９年度というのは現在全生徒数が52名ですが、それが令

和９年度が74名まで上がってまいります。それがピークでそこから60、59、52、41と少なくな

っていくわけですけれども、選択肢の１番が、令和９年度のもう一度開催、ピーク時、次２番目

が令和12年度、これが現在の生徒と一緒、令和12年が52名ですので今年と同じ人数、３番目が

令和14年度、いわば平成24年度の審議会答申、全校生徒が45名以下になった場合には再編・統

合を検討するというそういう答申がございましたので、令和14年度が41名になります。ですの

で、選択肢は令和９年、令和12年、令和14年という選択肢、そして再編・統合はすべきでない

という選択肢でアンケートを取ったところでございます。 

その結果につきましてですが、全てを合計しましてパーセンテージでいきますと、すぐにした

ほうがよいという方が17％、まだしばらくはしないほうがいいというのが73％、まだまだとい

う方が10％で計83％でございました。 

再検討を始める時期についてですが、一番多かったのが令和14年という、言えば45名以下だ

ったんですけれども、次が令和９年、そして令和12年ということでしたけれども、審議会とし

ましては、やはりピーク時にもう一度すべきではないかということで、皆さんの意見は14年だ

ったんですけれども、やはり前に前にやっぱり検討して、しっかりその後を見据えたほうがいい

んじゃないかということで令和９年ということで答申をいただいたところでございます。 

答申を読ませていただいてよろしいですか。―私どもが諮問した内容は、令和４年度別府中

学校の全校生徒は52人で、平成24年の答申に示された45人以下ではないものの、１学年の生徒

が15人以下になる学年があると。このような状況にある別府中学校について、今後の再編・統

合についてどのように考えていけばよいかということを審議員の方々に投げかけました。 

そして、４回の審議の中で、別府中学校の生徒は１年と３年生が15人であるものの、全校生

徒は52人で令和９年には74人と増加傾向にあると、また、別府中学校は生徒一人一人に寄り添

ったきめ細かな対応を行いながら、地域とともに１小１中の特色ある教育活動の推進に努めてお

り、学力向上や地域貢献においても成果を上げていると。 

このようなことから、現段階では、これまでどおり１園２校の連携を生かした別府校区のより

よい教育環境のもとで継続していくことが望ましいと考えると。 

ただし、今後の生徒数を鑑みると、令和９年度に生徒数のピークを迎え、その後、減少傾向に

なることから、令和９年度に再度、枕崎市望ましい学校づくり審議会を開催する方向で進めるこ

とが望ましいと考えるという答申をいただいて、教育委員、それから市長にも報告をしたところ

でございます。 

○５番（禰占通男） 今の在り方について。失礼な話かもしれませんけど、今、教育長、総務課

長、学校教育課長、本市の教育委員会ということで赴任していらっしゃいますけど、本市の学校

行政、今これ統合問題だけど、県内でも特異な地域として見られていますよね。こちらに来ると

きにはどのような意見をお持ちでしたかって本当は聞きたいんですよ。ここに赴任する前までで

すよ。鹿児島県内で統合してないのは本市だけですよ、多分。そこは今４番委員からもありまし

た、前からもありました。 

そうすると、小中一貫教育とかいろいろ示されて、それが進んでいるんですけど、その点につ
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いて、今いろんな施設も老朽化、そしてまたいろんな事業もやりましょうと言って、またほかの

物件を買収してそれを充てましょうとかって全部つながっているんですよ、これ。 

だから、首長が市長選で一言も統合なんて言う首長は誰もいませんよ、今まで。本当はそこま

で突っ込んでもらいたかった。だから、令和９年が意見が多いとか、令和14年がいいとか言い

ますけど、私はもうちょっと早めるべきではないのと。かつてあの栗野小学校が泊のほうに移り

ましたけど、坊のほうにね。知り合いがいましたからどうしてだったのって聞いたんだよ。前も

ここで言いました。 

父兄から言ったの、それとも教育委員会のほうから来たのかって言ったら、結局、小学校に入

って卒業するまで、ずっともう学歴でもその運動でも１番は１番だって。やる気がなくなると、

子供たちが。そして、父兄からお願いしたということを聞いたんですよ。それがもう20年、６

年前になりますよね。 

だから、もう審議会での検討もいいですけど、そのときと時代がちょっと変わっていますよ。

あの頃はまだ少子化というものはあんまり見えていなかったんだけど、２万人を切ってもうなし

崩しになっていますよ。だから、本当はもうちょっと私は急いでもらいたい。早めに結果を出し

てもらいたいと要望しときます。 

○４番（沖園強） なかなか本音は言えないんですよね。地域住民も本音は言えない、親御さん

も言えない。そういう検討会で地域の方々からの答申が出れば、致し方ないのかな。 

だけど今５番委員から出たように、行政としての方向性を示せば、また、そっちのほうに大き

く傾いていくのかなというところはあると思います。確かに教育の面から言って、メリット・デ

メリットあるんでしょうけど、部活もできないような中学校の実態というような状況を見れば、

これどっちを選択すべきかなと。 

南さつま市の長屋小学校においても今までずっと地域住民の高齢者が統廃合を望まないで、か

えって今度は保護者のほうから統廃合への再編を望んできた意見が強くなって、５年度から統廃

合ということになっているんですけど。 

やはり、もうちょっとこうですね、さっき保護者とそれと地域の公民館長の方、自治会長の

方々のアンケートだったんですけど、実際、実態はどうなのかなと私はいつも思っています。 

実際、自分たちも金山小学校の統廃合に推進派と反対派と非常に地域がいろんな御意見があっ

てぎくしゃくした時期があったんですけど、そこを乗り越えるのには、やはり誰かリーダーがお

れば乗り越えられると。いろんな、そうですね、ずーっと小規模校を維持しておって、その地域

からかえって若者がいなくなるんですよ、反対に。うちの場合はそうだったです。若い子供を持

った親御さんたちが、また結婚を控えた青年たちが市街地のほうに住居を構えると。小規模校を

嫌ってですね。それで、地域がどんどんどんどん廃れていったという悪循環ですよ、それ。そう

いったこともありますので、その点十二分に検討していただきたいと思います。 

○委員長（中原重信） ほかにありませんか。―ないようですので、以上で、消防費から予備

費までの審査を保留いたします。 

ここで午後１時10分まで休憩いたします。 

午後０時１分 休憩 

午後１時９分 再開 

［歳入］ 

○委員長（中原重信） 再開いたします。 

次に、歳入の審査に入ります。 

予算書の12ページから41ページまでになります。 

それでは審査をお願いいたします。 

○９番（立石幸徳） ふるさと納税の令和５年度の対応のことでですね、一応４年度については、
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もう補正のときにいろいろお尋ねをして教えていただきましたけど、今度のふるさと応援寄附金

の予算計上を見ると、対前年度の予算、当初予算と比べて、９億ですか、減をしているんですよ

ね。 

まず５年度当初の寄附金の算出の仕方といいましょうか、どういう根拠でこういう金額を計上

したんですかね。 

○企画調整課企画調整係長（山神修一） ふるさと納税の歳入の金額につきましては、令和４年

の当初29億円でございましたが、令和５年度は20億円とさせていただいているところでござい

ます。これにつきましては、令和４年度途中の実績として、先日申し上げましたとおり、12月

末で令和４年度の分が15億程度でございました。 

今後、協議会の設立その他管理委託事業者の支援を受けて、新たな返礼品の展開ですとか、先

日申し上げましたテクニカルな部分を対応していくことによって、寄附金を今年度より伸ばすと

いうことで、今年の実績を基に、若干積み上げた額として20億円とさせていただいているとこ

ろでございます。 

○９番（立石幸徳） 補正のときにもちょっと言ったつもりなんですけど、事業者としては４年

度はある意味で特殊というと変な言い方になるんでしょうかね、５年度に向けては、委託事業者

等との関係が正常化といいましょうか、いい形になれば３年度実績あたりまでは頑張れるつもり

ですというような言い方をされているみたいなんですけど、市としてはそういう事業者の考え方

っちゅうのは聞いてはいないんですか。 

○企画調整課企画調整係長（山神修一） 事業者との話につきましては、本年に入ってからのこ

とでございますが、今後前向きにふるさと納税を展開していきたいということでお話は伺ってい

るところでございます。 

○９番（立石幸徳） この件で最後にしますけど、私はもう少しですね、市当局といわゆる委託

事業者にしろ、返礼品の事業者にしろ、考え方を密にして意見交換とかやっていただかないと、

何かその返礼品事業者自身もですね、この５年度の当初予算にも不満を持っているようなことも

聞きますよ。 

つまり、自分たちは３年度実績ぐらいまで頑張れるつもりなのに、何でそんな対前年予算より

９億も減らしているのかと。要するに自分たちが思っていることを、全然聞き入れていないんじ

ゃないかみたいな、そういうやり取りはなかったんですか。 

○企画調整課企画調整係長（山神修一） 今おっしゃられている事業者に関しましては、先ほど

申し上げましたとおり、前向きな御意見、取組というのもいただいているところではございます

が、これにつきましては、現在の管理事業者との関係というものがございますので、そのあたり

はクリアしてからという条件付ということで伺っております。 

○９番（立石幸徳） 要望ですけど、いずれにしても、もう少し一体感を持った形でこのふるさ

と納税というのは取り組んでいただかないと、４年度みたいに対前年半分と２分の１というよう

なことでは極めて残念ですよね。何があってそんなことになったんかと言わざるを得ない。 

当然いずれこの結果は、市民の間にもいろんな形で公表されていくんでしょうけど、十四、五

億の財源つったら、ちょっとやそっとの財源じゃないですもんね。そこはしっかりと今後これま

でどおり、枕崎市のふるさと納税がですね、どんどんどんどんこう伸びていくような方向で頑張

っていただきたいとお願いしておきます。 

○６番（城森史明） 私は、市債についてなんですが、予算書で164ページかな。 

令和５年度の市債額が24億ということで極端に増えている。例年の２倍ぐらいになっている

が、実際その中身を見れば衛生費なんですよね。この衛生費の根拠について説明してもらえます

か。 

○財政課長（篭原正二） 令和５年度の地方債の発行の予定額ということで、予算に掲げた借入
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額ですが24億4,633万1,000円と計上してございますが、このうち委員がおっしゃる衛生費の分

が大きく影響しているということはそのとおりでございます。 

それにつきましては、南薩地区衛生管理組合におきまして、新クリーンセンターの施設整備事

業ということで、この事業に係る地方債の起債額が14億4,480万円となっております。この部分

が大きく影響しております。 

○６番（城森史明） 今年度の負担金だと思うんですが、ちなみに他の３市はどのような負担金

になっているんですか。 

○市民生活課参事（松田勇一） 他市の負担金について申し上げます。日置市26億2,628万

7,000円、南さつま市20億0,482万5,000円、南九州市15億5,317万円となっております。 

○６番（城森史明） これも今まであった均等割の３割、人口割７割ということの条件でしょう

か。 

○市民生活課参事（松田勇一） 委員が言われましたとおり均等割３、人口割７という負担割合

になっております。 

○６番（城森史明） 次にですね地方交付税なんですが、以前までは減少してきたんですよね、

地方交付税は。ここ近年上昇気味になっているんですが、いろんなふるさと納税の寄附金やら考

えたときに、地方に対するあれは減少していくんじゃないかって思うんですが、ふるさと納税額

も増えながら、交付税も増えている。これは何らかの関連はないのか、それと基準財政需要額と

収入額の中身が変わったのか、これはどうなっているんですかね。 

○財政課長（篭原正二） まず地方交付税につきましては、基本的には大きく、基礎数値として

反映されますのが人口になります。 

人口減少にしたがって、それぞれの自治体が必要とする経費が少なくなるであろうということ

で、その点については減少傾向ということが言えるのかもしれません。 

ただ一方で国が進める施策の中で、例えば令和５年度につきましては、地域デジタル社会推進

費であるとか、こういったものが特例加算としてあると。特例加算分はほかにも、まち・ひと・

しごと創生事業費であるとか、こういった部分が、地方が今後進めていくために必要な経費であ

ろうというものが加算されていくと、その部分が増える要因になっているということで、国の施

策によって増減する場合もございます。 

そして、ふるさと応援寄附等の関係でございますが、確かに報道等におきましては、特に都市

部の団体におきまして、ふるさと応援寄附金を多く受けている地方に対して、交付税との兼ね合

いでそこを反映させるべきではないか、という声もあるということでの報道もなされているよう

でございます。ただ、現時点での制度といたしましては、それぞれの自治体に対する任意の寄附

という形になります。交付税との関係性といえば、例えば寄附をする場合、まずその寄附金の控

除というものがなされますので、寄附をした方が住んでいる自治体の分の税収が少なくなってい

くということがあります。 

不交付団体が多いですので、その分が純粋に税金が入らなくなると。 

交付税を受けている団体であれば、その減収分の75％が普通交付税で見られることになり、

そういったことで、基準財政収入額への影響が出てきますが、本市にとっては、寄附額が大きく

なっておりますので、ふるさと応援寄附の関係でいえば、そこまで大きく影響はしていないとい

うところでございます。 

あと、地方交付税が今年度大きく増加していますが、一方で臨時財政対策債が減少しておりま

す。これにつきましては、国全体の税収が増えるという見込みがありまして、財源不足というも

のが国全体の中で、地方と国が折半すべき財源として、臨時財政対策債が発行されるんですが、

その分の不足額が少なくなっておりますので、臨時財政対策債が減少している。 

総額を申し上げますと、臨時財政対策債を加えた地方交付税は、去年とほぼ変わらない状況で
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ございます。 

○６番（城森史明） 以前は33億ぐらいまで減少した時があって、そんときに県内でも、本市

だけが何か非常に少ないような感じで議会内でも議論があったんですが、ほかの19市と比べた

ときに、本市の地方交付税というのは、どんな感じなんですか。同様に他市も増えているのか、

臨時財政対策債プラス地方交付税で支援というものを国は考えているような状況でしたよね、今

の話を聞けば。 

対策債が減ったから交付税が増えているんだっていう、その辺のところは、他の19市と比べ

てどんな感じなんですか。 

○財政課長（篭原正二） 地方交付税及び臨時財政対策債の額につきましては、それぞれの団体

の事情によるところも大きいところでございます。 

基本的には大きくは人口をベースとして算定されますが、例えば過疎対策事業債でありますと

か、いろんな地方債を借りるときに、返していく段階におきましては、地方交付税で措置される

分があります。 

本市は以前、過疎対策事業債が借りられない時代がございました。それで地方交付税措置率の

低い地方債を借りていたということになります。それが、平成26年度から過疎対策事業債が借

りられるようになりまして、そこから毎年度借りる中で、過疎対策事業債に係る元利償還金も増

えてきているということで、その分が本市については、借金を返していくのも増えますけど、交

付税で入ってくるのも増えてくるというような状況の中で増えている部分もあります。 

例えば合併団体におきましては、合併特例債でありますとかそういうものもございます。あと

はその地域の事情によりまして、抱えている施設であるとか、あとは高齢者の数であるとかそう

いったものでも、交付税については左右されるものでございます。 

○９番（立石幸徳） この臨時財政対策債の関係でですね、今財政課長の説明では、国の税収が

非常に上がってきているので臨財債のほうの発行が少なくて済むという説明になっているんです

けど、まず本市のここ５か年ぐらいの臨財債の推移といいましょうか、年度ごとに言う必要もな

いですけど、５年前と現在の今度の令和５年度の発行額ちゅうのはどんな感じになるんですか。 

○財政課長（篭原正二） 臨時財政対策債の発行可能額につきまして、平成30年度の実績から

申し上げます。 

平成30年度が２億9,479万4,000円、令和元年度が２億3,284万5,000円、令和２年度が２億

2,804万1,000円、令和３年度が３億0,818万7,000円、令和４年度が8,551万4,000円、本年度に

つきましては4,813万1,000円となっております。 

○９番（立石幸徳） 令和３年度は特殊な事情もあったんでしょうけど、押しなべてずっと大き

く減少してきていると言えると思うんですね。 

先ほど国の税収が上がったから臨財債発行は減ってくるっちゅうんですが、基本的な考え方と

してですね、もう臨財債そのものは、もう解消といいましょうか、なくそうというような動きも

あるかと思うんですけど、その辺について財政当局はどう考えておるんですか。 

○財政課長（篭原正二） 臨時財政対策債自体が地方税であるとか国税であるとか、そういう一

般財源で賄えないものを、臨時財政対策債を発行してそこを穴埋めするという制度でありまして、

その分を後年度の基準財政需要額に入れまして、手当てされるという形になっておりますが、基

本的にはそこは、後年度の税収の前借りみたいな形にはなっておりますので、当然ながら、税収

が上がってくれば発行を抑制していくのが理想とされております。 

ですので、今回地方と国が折半する財源不足が令和４年度、令和５年度２年連続で生じていな

いということで、その分を穴埋めするための臨時財政対策債は発行がないということになります

が、ただこの臨時財政対策債で穴埋めすべきものといたしましては、以前発行いたしました臨時

財政対策債の償還分につきまして、その分を穴埋めするために、また臨時財政対策債を借りてい



 

- 28 - 

くというような形もありますので、額が少なくなっても残っているという形になっているところ

でございます。 

○９番（立石幸徳） 以前も決算時点で申し上げたことがあるんですけど、つまり全国自治体の

いわゆるバランスシートですよね、地方公共団体のバランスシートをつくるとき、この臨時財政

対策債ってつくもんだから、貸借対照表上は負債勘定になっていくわけですよね。 

そして本来は今るる財政課長が説明したように、交付税に代わるべきものということで資産勘

定ですよ、本当なら。その辺もきちっと整理してもらわんと、せっかく御苦労して財政課の皆様

がバランスシートを作っても、何かその資産に入るものが負債に載っていて、これどうなのかと

いうこともあるのでですね、その辺は正確にまた市民に分かるようにしていただきたいと思いま

す。 

それから全く別件、予算書の23ページなんですけど、子ども・子育て支援交付金 2,994万

3,000円ですかね。この支援金の算出根拠はどうなっているんですか。 

○福祉課長（福永賢一） 子ども・子育て支援法に基づく市町村が実施することとしている13

事業があるんですが、例えば、地域子育て支援拠点事業といいまして、立神のキッズという支援

センターがあります。そこの運営費でありますとか、健康課が実施している乳幼児家庭全戸訪問

事業でありますとか、そういった子ども・子育て支援事業に関する負担になりますが、これが国、

県、市それぞれ３分の１負担ということで、国庫支出金は事業費の３分の１ということで2,994

万3,000円ということになります。 

○９番（立石幸徳） そうすっと、県のほうも同じく３分の１の同額が出ているっちゅうことな

んですね。こども家庭センターの運営に係る財政支援っちゅうことでの資料では、この部分は利

用者支援事業、つまり使っている利用者に応じて増減していくことになるんですか、利用者の支

援なんですよね。 

○福祉課長（福永賢一） この利用者支援事業につきましては、子ども・子育て支援事業の中の

一つのメニューで、ここの部分で子育て世帯包括支援センターの運営についての事業となります。

この分の積算根拠については、確認しますのでお時間ください。 

○９番（立石幸徳） いやちょっと後の部分が聞き取れないんですけど。 

○福祉課長（福永賢一） この利用者支援事業に係る分の積算の根拠等については、確認のため

御時間をください。（「総括のときでもいいですよ」と言う者あり） 

○９番（立石幸徳） それからもう一点、同じく４月からこども家庭庁というのがスタートして

ですよ、そして令和６年からはこども家庭センターが求められていると。こども家庭センターの

求められている部分として、今言った子育て世代包括支援センターともう一方、子ども家庭総合

支援拠点、これは福祉課でして、これは当局が出した資料でも子ども家庭総合支援拠点は本市に

はつくられていないと。しかし、子ども家庭総合支援拠点に関わる財政支援というのは、この予

算上はどこにも出てこないんですか。 

○福祉課長（福永賢一） 今回は取得費のみ予算計上しておりますので、またそこが御理解いた

だけたら、また次の段階でという形になると思っております。 

○９番（立石幸徳） あとは総括で聞きます。 

○５番（禰占通男） こども家庭センター、保健センター、それについては取得のみって言うけ

ど、39ページの市債の部分には、保健センター設置事業といって過疎債対策事業で市債を440万

組んでありますよ。設置事業ということでしょう。 

○健康課長（西村祐一） 申し訳ございません。先ほど福祉課長が取得経費のみと申し上げまし

たが、440万につきましては、設計委託業務に係る部分でございます。その分が440万、今回は

取得経費と設計業務委託の経費、合わせて7,440万を歳出では計上しているところでございます。 

○13番（清水和弘） 23ページのですね、この子ども・子育て支援交付金、この内容について
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お願いします。 

○委員長（中原重信） 清水委員、先ほども……。 

○13番（清水和弘） 聞いていなかった。 

 生活困窮者就労準備支援等事業、生活困窮者、就労者の状況はどうなっとんですか。 

○福祉課長（福永賢一） 生活困窮者就労準備支援事業につきましては、本市では、令和４年度

より実施しております。就労意欲の低下や就労に必要な実践的な知識、技能等の不足、基本的な

生活習慣に課題を有するなど複合的な理由により、就労に向けた準備が整っていない生活困窮者

に対して、その段階に応じて一般就労に向けた準備としての基礎能力の形成からの支援、または

就労意欲の喚起や日常生活、習慣の改善を計画的かつ一貫して実施し、就労の可能性を高めるこ

とを目的としておりまして、現在、グリーンコープというところに委託して実施しております。

補助率については、国が３分の２であります。 

実施場所、実施方法としましては、市役所内で相談等を行いまして、週１日程度、実施期間は

１年を超えない期間として自立相談支援機関のアセスメントにおいて、就労につなげるような支

援をしております。令和４年５月31日現在の支援件数としては、今のところ１件対応している

という状況です。 

○13番（清水和弘） この生活困窮者、就労だから、年齢の区分はないの。 

○福祉課長（福永賢一） 基本的に一般就労できる年齢の方であれば対応可能ということです。 

○13番（清水和弘） そういう人たちの困窮者の場合、生活支援状態っていうのは、今市が出

しとるお金で十分と、そういうふうな考えでいいの。 

○福祉課長（福永賢一） 生活困窮者の支援は、幾つかメニューがございますけれども、そこの

部分については生活保護に至らない程度でありますけれども、一般的な生活よりも困窮している

状態にある方ということで、また生活保護になる方については、生活保護で支援していくという

ことになります。 

○10番（下竹芳郎） 20ページの衛生手数料の狂犬病予防関係手数料なんですが、これ犬の登

録数というのはどのぐらいいるんですか。 

○市民生活課長（日渡輝明） １月末現在の数字になりますけど、登録頭数は818頭でございま

す。 

○10番（下竹芳郎） これはあくまでも登録されている件数なのですが、登録されていない犬

ももちろんいるんですよね。登録せずに飼っている犬もいますよね。 

○市民生活課長（日渡輝明） 基本的には、生後90日を超える犬については登録することが法

で定められておりますので、登録されていない犬について確認は取れていないところでございま

す。 

○10番（下竹芳郎） この飼い犬なんかで何かトラブルとかは。 

○市民生活課長（日渡輝明） 散歩におけるマナーであったりとか、特に犬のふんの処理、ノー

リードでの散歩、そういったことに対する苦情といいますか、意見は寄せられることがございま

すので、該当者が判明している場合については、直接出向いて飼養に係る指導等について行って

いるところでございます。 

○10番（下竹芳郎） そういうマナー等の周知はよろしくお願いいたします。 

○13番（清水和弘） 23ページなんですけどね、４番のところの都市計画費補助金、これので

すね、安心対策事業とあるんですけど、どういう事業なんですか。 

○建設課長（松田誠） 防災・安全交付金事業の都市公園安全・安心対策事業でございますけれ

ども、これまで防災・安全交付金事業において、遊具などを更新する公園施設長寿命化対策支援

事業とトイレを改修する都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業により都市公園の整備を行っ

てきましたが、令和５年度より都市公園安全・安心対策事業に一本化され、交付金が交付される
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こととなりました。 

 事業の内容としましては、遊具の更新でありましたり、塩浜公園のナイター設備の更新であり

ましたり、公園のトイレのバリアフリー化などがございます。 

○13番（清水和弘） 公園においては木が大きくなり過ぎとるとかもあるんですけど、そうい

うやつの剪定とかそんなのには使われないの。 

○建設課長（松田誠） 木々の伐採関係については、維持管理の範疇ですので、交付金事業の対

象にはなりません。 

○12番（東君子） 今の防災の上、交通安全対策補助事業（通学路緊急対策）なんですけど、

これの中身を教えてください。 

○建設課長（松田誠） 道路橋りょう費補助金の中で、今５件ほどの補助事業、交付金事業等が

ありますけれども、この上から３つ目、防災・安全交付金事業の道路改良事業、それと交通安全

対策補助事業の地区内連携、交通安全対策補助事業の通学路緊急対策、これにつきましては前年

度までは一本化されていました。 

防災・安全交付金事業道路改良事業として一本化されていましたけれども、子供の移動経路・

通学路等の安全推進会議におきまして、保育園、幼稚園、各小中学校からの安全対策に関わる要

望箇所を中心に警察署などの関係機関と協議しまして、歩車道や側溝の改良により、交通安全対

策に取り組む事業でございます。 

これまでは、防災・安全交付金事業により取り組んできましたが、全国的に登下校中の子供た

ちの事故が多発しています。国の施策によりまして、これまで防災・安全交付金事業で取り組ん

できました路線のうち、子供の移動経路・通学路等の安全推進会議により取り組む路線について

は、交通安全対策補助事業の通学路緊急対策として、その路線のうち、ゾーン30プラスエリア

として取り組む路線を交通安全対策補助事業の地区内連携として、国費が割り当てられておりま

す。 

いずれの事業につきましても、歩車道や側溝の改良によりまして、交通安全対策に取り組む事

業内容であります。 

○12番（東君子） 非常にですね、通学路、ここに対して結構相談を受けたりとかすることが

あるんですよね。 

ここをもっと安全なスクールゾーンにできないかとかですね、あそこのところがきれいになっ

たけれども、具体的に言いますが、桜山の小中学校のあそこら辺も住民の方から要望があって一

緒に見に行ったりとかしたんですが、こういった要望があったときにですね、実際は、その声を

具体的に現実化して希望をかなえるためには、どこに声を上げていったらよろしいんですか。や

っぱり警察の公安とかそういう感じなんですかね。 

○建設課長（松田誠） これは教育委員会が所管になりますけれども、先ほどから出ています子

供の移動経路・通学路等の安全推進会議とあります。これは各小中学校の代表であったり、幼稚

園、保育園、警察署、道路管理者、国県道含めてですけれども、その方々が会する会議がありま

す。これ年２回ありますけれども、その中で各小中学校とか幼稚園、保育園から出た要望をその

中で議論し合いまして、警察でやる仕事、国でやる仕事、県でやる仕事、もしくは建設課でやる

仕事に振り分けて対策を講じていくことになります。直接的にどこに要望すればいいかといえば、

学校の関係だったら小学校、中学校に要望するとか、建設課でも直接要望されても構いません。 

○12番（東君子） 分かりました。 

○４番（沖園強） 今の問題なんですけど、この交通安全対策特別交付金は、反対に減っている

んですけど、これとの関係はどうなっているんですか。 

○建設課長（松田誠） 交通安全対策特別交付金、令和４年度が280万、令和５年度240万の交

付となっております。 
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これ年々減少しているところですけれども、直接、交付金事業があるからとかいう形の関係は

ありませんが、原資自体を交通反則制度に基づき納付された反則金収入としていますので、反則

金が減って原資が減ったために、その割合が減ってきているのだという判断をしております。 

○４番（沖園強） そういう判断をしているということなんだけど、通達か何かないもんなの。 

○建設課長（松田誠） これらの交付金、こちらから要望額とか要望書とかそういうのではなく

て、国から幾ら交付されますという一方的といいますか、その通知で交付金を割り当てるもので

ございます。 

○９番（立石幸徳） あらましの19ページですね、歳入部門の４年度、５年度の対比なんです

けど、この中で増額で一番目立ってくるのは、国県支出金は別にして、地方消費税交付金が

5,300万ぐらい４年度とすると増になっているんですね。これはどういった事情で消費税交付金

が伸びてきているんですか。 

○税務課長（鮫島眞一） 地方消費税交付金につきましては、県からの交付予定見込みの通知を

もって予算計上をしておりますので、県からの通知を基に計上している形になります。 

○９番（立石幸徳） 県からの通知を、ただああそうですかじゃなくて、担当のほうではなぜ増

えるのかっていう分析はしていないんですか。 

○税務課長（鮫島眞一） 中身につきましては、財源が消費税になってきますので、その部分が

やはり今年度増額になると国で見込んでいる結果が、本市への通知になっているかと思います。 

○９番（立石幸徳） もう少しこの5,000万ぐらい増えるちゅうのは、そういう国が見込んでい

るとか、県が通知してきているとかいうんじゃなくて、我が市がなぜこういう増額になるかちゅ

うのはきちっと分析すべきじゃないですか。県とか国もただ通知書が１枚来るだけで、理由まで

は書いてないんでしょうけど、前年度との比較でここが変わってきているんだちゅうのなんか調

査をする必要があるんじゃないんですか。 

○税務課長（鮫島眞一） 地方消費税の市町村への交付金につきましては、地方消費税と消費税

が合わせて国に納付がされ、納付があった月の翌々月の末日までに都道府県に払い込まれる仕組

みとなっております。 

都道府県に払い込まれた地方消費税から国に支払った取扱徴収費を減額して、消費に関連した

基準等によって都道府県間で案分して精算する複雑な仕組みになっております。 

精算後の２分の１に相当する額を案分して市町村に交付するような仕組みになっておりますの

で、本市において、消費税交付金の増額要素について、中身を精査する部分についてはなかなか

難しいところがあるかと認識をしております。 

○９番（立石幸徳） 国が県に示す場合は、今言ったように案分で理解できるんですけど、県が

各鹿児島県43自治体にこの交付金を振り分ける場合は、どういうことをされるんですか。 

○税務課長（鮫島眞一） 県が各市町村に案分する仕組みとしましては、人口による案分率と従

業者数による案分率で各市町村に振り分けるような仕組みになっております。 

○９番（立石幸徳） 本市の従業者数は何名になっているんですか、その際の今その案分する場

合の本市の従業員の数。 

○税務課長（鮫島眞一） 県からの示された文書によりますと、１万0,141人という数字が記載

されております。 

○９番（立石幸徳） 手元に資料を持ち合わせているかどうか知りませんけど、よかったらこの

１万0,141人、この部分のこれまでの推移というか流れを後もってでも報告していただきたいと

思います。過去５か年分ぐらいですね。 

○税務課長（鮫島眞一） 手元に数字を今持ち合わせておりませんので、その部分を整理させて

いただければと考えております。 

○５番（禰占通男） 今の地方消費税の交付金に関することですけど、昨今、昨年度からずっと
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物価が上昇しているんだけど、そうすると消費税も増えますよね、もう自然に。1.5倍、下手す

ると２倍ぐらい物価が上がるちゅうことは、消費税もどんどん払い込まれている。それについて、

国とかはどのぐらい上乗せとかそういう指導というのはおかしいけど、このぐらいはみなさいよ

とか、何か指導とか報告というか方法は何か示されているんですか。 

○税務課長（鮫島眞一） 国から直接市町村へ示されているものはありませんが、県から令和５

年度の税制改正等の説明資料等の通知がありますので、その中で交付金関係の概要が示されてお

ります。 

その中で、先ほど申し上げた部分になるんですけれども、県から市町村に先ほど申し上げまし

た人口による人口案分率、または従業者数、それによる案分率等が示されて、最終的には本市で

予算計上する形になっております。 

あくまで今後の見込みになる部分になりますので、この資料等を参考に当初予算としては積算

せざるを得ないという状況になっております。 

○５番（禰占通男） あともう一点、最初予算の審査に入る前に、この市税とかは税制改正で今

ここに示されているものだという説明があったんですけど、約2,000万円減ということは、これ

はまた本市の実情に合わせてこの額になっているんですか。市税に限って言えば、どうですか。 

○税務課長（鮫島眞一） 市税に関しましては、特に市民税、個人市民税、法人市民税に関しま

しては、本市の状況、本市独自の推計方式を取りまして、数値を基に予測をしております。 

○９番（立石幸徳） 地方消費税の交付金の関係ですね、これ令和５年度の予算額が５億2,570

万、予算額ではですね、増額分じゃなくて。これの関係で、あらましの22ページ、地方消費税

交付金が充てられる社会保障施策に要する経費ちゅうことで、ここの６行目ぐらいからですか、

歳入が２億8,270万と予算額５億2,570万、この違いは何になってくるんですか。 

○税務課長（鮫島眞一） 地方消費税交付金は、本来の地方消費税交付金と社会保障財源交付金

との２つから構成されている部分になっております。 

社会保障財源交付金が２億8,270万円となっておりますので、こちらの数値が先ほどの地方消

費税交付金社会保障財源化分が充てられる社会保障施策に関する経費の金額に入ってきているか

と思っております。 

○９番（立石幸徳） もうちょっとすっきりしないんですが、そうすると、５億2,570万から社

会保障財源の約２億8,200万を差し引いた差額は、社会保障以外に使われていると、こういう理

解でいいんですか。 

○財政課長（篭原正二） あらましの22ページの上のほうにありますとおり、この社会保障財

源化分といいますのが、消費税が５％から８％に平成26年４月１日に引き上げられたことに伴

いまして、その増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるも

のとされているというところでございます。つまり引き上げられた分がこの社会保障財源化分と。 

先ほど申しました差額分といいますのが、従来からの消費税交付金になりますので、これはも

う純粋に他の一般財源と同様の取扱いで使われているものとなります。 

○福祉課長（福永賢一） 先ほど９番委員からの子ども・子育て支援交付金の中の利用者支援事

業の積算に関しまして、お答えいたします。 

これにつきましては、利用内容とか利用実績とかそういったことに基づくものではございませ

んで、設置運営していることに対しての基準額での交付ということになります。 

毎年基準が変わるんですけれども、今年度の基準につきましては、保健師等専門職員のみを選

任により配置する場合ということで、１か所当たり927万4,000円となっております。 

 先ほど、子ども・子育て支援事業につきましては国が３分の１、県が３分の１、市が３分の１

と答弁いたしましたが、ほとんどの事業がそうであるのですけれども、この利用者支援事業につ

きましては、国が３分の２、県が６分の１、市が６分の１となっておりますので、先ほど９番委
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員の質疑の中で、県も同じ金額ということで、そのとおりですとお答えしたのですけれども、県

の子ども・子育て支援交付金につきましては、200万程度国よりも少ない交付金になっておりま

す。大変失礼いたしました。 

○委員長（中原重信） ほかにありませんか。―ないようですので、以上で、歳入の審査を保

留いたします。 

ここで10分間休憩いたします。 

午後２時８分 休憩 

午後２時17分 再開 

［総括］ 

○委員長（中原重信） 再開いたします。 

 次に、一般会計全般の総括に入ります。 

○財政課長（篭原正二） 先ほど４番委員から御質疑のありました学校給食に係る財政措置、基

準財政需要額にどれだけ算入されているかということに対する質疑に対してお答えいたします。 

学校給食に対する地方財政措置といたしましては、普通交付税で措置されております。普通交

付税の項目といいますのが、給食の委託ということで運営の委託に係るものになっております。

その分につきまして、交付税措置として算定されておりますのが3,370万円程度となります。対

応いたしますのが、今学校給食センター管理費の予算額に対しましてこの3,370万円が地方交付

税措置されているということになろうかと思います。食材費については、交付税措置の対象とは

なっていないところです。 

○委員長（中原重信） それでは審査をお願いいたします。 

○９番（立石幸徳） 学校給食の関係ですね、これはちょっと繰り返しになっているのでできる

だけ重複は避けますが、令和５年度南九州市が学校給食の無償化に取り組むという前段っていう

かですね、南さつま市に隣接する南九州市の地域、具体的に言うと旧川辺町の部分が相当南さつ

ま市への移住といいましょうか、流出している状況。これを数年前からの南九州市議会でも一般

質問もされておりますね。今度、もうそういう南九州市からの流出状況を南九州市の当局も、こ

れは何らかの対応をしなきゃならないちゅうことだと思うんです。そういう意味から、学校給食

にいろんな対策をしてきた。 

そうすっと、枕崎市はですよ、無償化をする南さつま市にも、また南九州市にも当然、隣接地

域ちゅうのはあるわけですよ。枕崎市の南さつま市への隣接に限らず、人口流出っていいましょ

うか、特に子育て世代の流出、この辺は、行政のほうではつかんでいるんですかね。 

○教育長（木之下浩一） 人口流出とかそういうことについての実態は、私はつかんでおりませ

んけれども、児童生徒の転出については、南さつま市へはほとんどございません。 

○９番（立石幸徳） 市民生活課の異動等の把握はどうなっているんですか。 

○市民生活課長（日渡輝明） 手元に令和２年度のデータしか持ち合わせておりませんが、令和

２年度における南さつま市への転出55件、南九州市への転出が43件、転入についてはですね、

南さつま市からの転入が61件、南九州市からの転入が37件となっております。 

○９番（立石幸徳） 令和２年度分しか持ち合わせていないちゅうんじゃなくて、やっぱりずー

っと経過ちゅうか、状況は把握する必要があるんじゃないですか。 

○市民生活課長（日渡輝明） 今この場に令和２年度までの分のデータしかちょっと持ち合わせ

てないということで、先ほどお話をしたところです。 

○９番（立石幸徳） もうちょっと正確に、その令和２年度までちゅうのは、いつから令和２年

度までなんですか。 

○市民生活課長（日渡輝明） 今、手元に令和２年度までの分のデータしか持ち合わせてないと

いうことで答弁をしたところでした。今、手元に持ち合わせている数字というのが、平成29年



 

- 34 - 

度から令和２年度までの４年間のデータとなります。 

○５番（禰占通男） 今ちょっと数字が出ましたけど、これ出るのも98件、こっちへ転入する

のも98件ということですか。 

○市民生活課長（日渡輝明） 令和２年におきまして、南さつま市、南九州市への転入・転出は

同数であったということです。 

○５番（禰占通男） この他市への流出っていうことで考えられるのが生活費の助成とかいろい

ろ出ていくところがよかったとか、子育て費の助成が多いとか、そして、あと住宅を取得するの

に、いろんな助成があるとか、そしてまた環境的にいいとか、そういった生活する面で枕崎市よ

りあっちがいいから、ほんならあっちで子育てしようかとか、そういう実績っていうのは分かっ

ていないんですか。私は一番ここを気にしているんですけど。 

○９番（立石幸徳） 南さつま市から枕崎市への転入がですよ、61件、これ旧坊津町の関係が

ですね、どうなっているのか。 

要するに申し上げたいのは、この年度もだけど、地域的にも精査してですね、やっぱりしっか

りした本市の人口減少あるいは人口対策といえばいいでしょうか、その点は立てておくべきじゃ

ないですか。 

○副市長（本田親行） 転入の理由、転出の理由、それぞれ職場の関係であるとか御事情もあら

れると思います。９番委員がおっしゃるとおりに、細かい分析等も行って、子育て支援の政策へ

の対応についても検討していく必要があるものと考えておりますので、そういった南さつま市へ

の転出であっても、どの地区かといった細かい分析をまた行って、施策の立案に役立てていきた

いと考えております。 

○12番（東君子） 給食費のことなんですけれども、私は一般質問を２回ぐらいした記憶があ

ります。最初の一般質問ではですね、もう枕崎市に給食費を出せ出せっていう感じの一般質問だ

ったんですが、２回目は変わりまして、もうこれはやはり国が、日本の子供たちは国の宝だとい

うことで国が出すべきだと気持ちが全面的に変わりました。 

それで私が一番心配していたのは、何十年前、自分が小さいときは、テーブルの学校の机の上

にですね、自分の家が大変だという紙を確か提出しなければいけなかったって。それが、何かす

ごく子供たちにとってもかわいそうっていうかですね、そういうイメージがあったんですが、割

と今若い方々とお話をすると、意外とあっけらかんとしていて、うちもお願いしたわよみたいな

感じで、お母さんたちの感覚がですね、大分ちょっと違ってきているなって思っているところで

すが。 

たしか前の質問のときの回答で、国からの援助っていうか、それをもらっている方が給食費が

免除になっている方が結構多かったような気がするんですが、大体何％ぐらいだったですかね。 

○学校教育課長（中村克己） 就学援助につきましてお尋ねがありましたので、本市での就学援

助につきましては、令和３年度が234、それから令和４年度が245計上しているところでござい

ます。 

○12番（東君子） こども家庭庁、これが新しく、給食費もやはり日本の子供たちは国の宝と

いうことで推し進めていってくれるんではないかと私的には期待を持って、もうこれは国が絶対

的にやるべきだと私個人は考えているところなんですが、今後の展開として、教育委員会では、

国のあるべき姿っていうのはどういうものだと考えていらっしゃいますか。 

○給食センター所長（宮原司） お尋ねの件について、今政府が異次元の子育て支援政策という

ことでいろいろ検討されている状況でございますけれども、そんな中で、国の方針、国の責任で

給食費無償化という場合については、本市教育委員会においても、そのように対応していくもの

と考えております。 

○12番（東君子） やはりですね、限りある財源をですね、国がやっていただければ、その分
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が市民の方々に満遍なく行き届くような気もするので、もう国もぜひ責任を持ってやっていただ

きたいなと、今見守っているところです。 

○９番（立石幸徳） このこども家庭庁の関係から、こども家庭センターというのが求められて

いる。そういうことで、本市がまた５年度当初予算に保健センターの再提案ちゅうことが出てい

るわけですので、この点を幾つかお尋ねをします。 

午前中も学校現場、小学校、中学校の特別支援を必要とする実数も報告がございました。全国

平均で8.8％だけど、本市は14.6％と倍近い、倍とは言いませんけど、倍近いそういう支援が必

要な児童生徒がいるわけですね。 

今度のこども家庭庁も、もう４月、あと２週間ぐらいしたらスタートしますけど、趣旨ってい

うのをここに私は持ち合わせているんですが、ちょっと一行だけ読みますと、子供が自立した個

人として、ひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役

割の重要性ですから、支援を必要とする児童生徒をどうするかっていうと、学校現場だけの問題

じゃないですよね、はっきり言いまして。家庭の役割、これが重要なんだちゅうことで、今度４

月からこども家庭庁が始まるわけですよ。 

そこで、こども家庭庁ができて、こども家庭センターの業務としては、今度の予特の資料が担

当から出されていますけど、子育て世代包括支援センター、これは母子保健法に基づく。それか

ら子ども家庭総合支援拠点、これは児童福祉法を根拠として、この２つの組織を統合するんだと、

こども家庭センターですね。 

当局が出した資料の１ページですよ。その説明において、本市には子ども家庭総合支援拠点は

設置されておりませんという説明でしたが、これはなぜ未設置になっているんですか。 

○健康課長（西村祐一） 子ども家庭総合支援拠点につきまして、その設置基準というのがござ

いまして、必要な設備といたしまして、相談の秘密が守られる相談室、親子の交流スペース、事

務室、その他必要な設備を設けることが標準とされております。 

業務自体につきましては、福祉課の社会係で担っておりますが、社会係が入っております本庁

舎内に親子の交流スペースなどについては設置することが不可能であったために、本市は業務自

体は福祉課で行っておりますが、この支援拠点の設置はされていないという状況でございます。 

○９番（立石幸徳） 要するに物理的な問題ちゅうことですか。 

○健康課長（西村祐一） そのとおりでございます。 

○９番（立石幸徳） そういった物理的な問題で、機能はしているけど云々って言われますけど

ね。さっきの歳入部分でもちょっと聞きましたが、総合支援拠点に関わる財政支援はどうなって

いるんですか。 

○福祉課長（福永賢一） 先ほどは、子育て世代包括支援センターに関する部分の利用者支援事

業ということでの13事業の中の基準額等の答弁をさせていただきましたが、それについて３分

の２国の補助があるということで、歳入で子ども・子育て支援交付金ということで説明をさせて

いただきました。 

子ども家庭総合支援拠点の財政支援につきましては、別途、補助金がございまして、２分の１

補助する事業がございます。それについては、本市は設置していないので歳入がないところです

が、事業名としては市町村子ども家庭総合支援拠点運営事業ということで、補助率としては国が

２分の１となっております。 

○９番（立石幸徳） 後もってでもその追加の説明もしていただきたいんですが、私は当初言っ

たように、午前中、学校現場は支援をしなきゃならない児童生徒がすごいんだという説明ですよ

ね。そして、本市が本当に子育て支援というものをどう考えるかちゅう上で、物理的な事情でこ

の拠点もつくっていない。そういうことを考えたときにですね、これから、こども家庭庁からい

ろいろと私は政策が打ち出されてくると思いますよ。 
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つい昨日、おとといですか。さっきも出た困窮世帯に、また子育て世帯の困窮世帯に５万円を

支給するちゅうのが一応検討されていますよ。そういうことを含め、いろんな政策が出てくる。

そうすると、県にはですね、私も最近初めて知ったんですけど、子ども家庭課というのがありま

すよ。なんかそのこども家庭庁を見通したような子ども家庭課ちゅうのが鹿児島県にはございま

すよね。 

我が枕崎市では、そのこども家庭庁からのいろんな通知文書かれこれちゅうのはこの統合した

ものが出されてくるんですが、これはこども家庭庁の通知文書は本市ではどこが受け取ることに

なるんですか。 

○福祉課長（福永賢一） それらの関係につきましては、県の子ども家庭課に福祉課が窓口と登

録をさせていただいておりますので、福祉課に連絡が来ることになっております。 

○９番（立石幸徳） いずれにしても、こども家庭センターのガイドラインが、５月に正式にガ

イドラインを出しますっていうことですよね。５月を待っているわけにいかんのだけども。 

そういう中でですよ、私はこども家庭センターにどういう形で我が市が対応していくかという

と、一体的な業務のできるスペース、そういうことが極めて大事な必要もあるものとなっている

と思うんですよ。 

ただそれをしないとなると、我が市がこども家庭センターのいろんな業務をな、どう対応して

いくのか、全然、見通しちゅうかイメージもできないんですけどね。仮の話をあまりすることは

よろしくないんでしょうけれども、このこども家庭センターちゅうのは、本市の場合は設置する

のか、しないのか。 

あるいはその設置する場合において、新しい館がある場合と現況のままと、どうなるのか。そ

の辺までは詰めていないんですか。 

○副市長（本田親行） 今回、改めてまた医療施設跡の土地、建物の予算をお願いしているわけ

ですけれども、医療施設跡につきましては、児童福祉、母子保健の機能を併せ持つこども家庭セ

ンターの設置に加えて、老人保健、精神保健及び地域包括支援センターの業務を行う保健センタ

ーとして活用していくという考え方で、今回また改めて土地取得、建物取得及び設計の予算をお

願いしているところでございます。 

保健センターとして活用していくためには、施設の整備でありますとか、また組織の検討もご

ざいますので、それをこちらの考え方としましては、５年度に整備、６年度に組織の検討等も行

って、７年度からの運用開始を目指してという考え方で現在のところおります。 

○９番（立石幸徳） 当然、予算を上げて提案をされているから、今副市長が言われたような説

明になると思うんですね。 

 仮に、想定していることが実現しなかった場合はこうなりますとかいうようなことは、副市長

からは当然言えないでしょう。ただ、現実問題としてですよ、そういったことが起きた場合は、

先ほど福祉課長が言ったように、県の文書は福祉課に子ども家庭課からどんどん来る。それは本

市の場合、今現在は健康センターに子育ての包括支援センターがあるわけでしょう。当然一体的

業務ですから、１回１回ちゅうか包括支援センターまで走っていって、そこでまたいろいろやっ

てそういうことがもう容易に予想されますよ。そうじゃないんですかね。 

○健康課長（西村祐一） ただいま委員から御指摘がありましたとおり、現状ではそういった状

況になるのではないのかとは思っております。 

今回保健センターの設置目的につきましては、先ほども副市長からもありましたが、こういっ

たこども家庭センターや高齢者も含む成人保健、そういった事業に加えて地域包括支援センター、

こういった業務を行いますので、対象といたしましては、妊産婦から子供、あとは大人の方、高

齢者、全ての市民を対象とした業務を行う目的で設置を考えております。 

一番の目的につきましては、保健師をはじめとする専門職の集約化ということで、こういうこ
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とを行いまして、より効率的で効果的な事業を展開していこうと考えております。 

ちなみにお隣の南さつま市におきましては、令和２年度に子育て世代包括支援センターを管轄

する係と、子ども家庭総合支援拠点については南さつま市もまだ設置はされておりませんが、そ

の業務を担う係が同じ課に、こども未来課というところなんですが、そこに集約されて建物自体

も同じところに設置されている状況で、話を聞けばやはり、それぞれの包括支援センターには、

保健師を重点的に配置して、支援拠点の業務を担う係には相談員を配置して、それぞれの案件に

関しましては、お互い保健師と相談員と話を同時に進めて、聴取して事業を進めていくような形

で今実際業務をされているようでございます。 

本市におきましても、そのような形でどうしても進めたいという考えがございますので、今回

そういった形で、こども家庭センターを含む業務を行います保健センターの設置事業ということ

で、予算を計上させていただいている状況でございます。 

○９番（立石幸徳） 私は数年前からの全国的なといいましょうか、鹿児島県でも特に出水市あ

たりで起きた虐待の問題、つぶさに私自身もそういう経過状況を知っているわけじゃないですけ

ど、ただおぼろげながら何でああいうことが起きたのかなっていうと、はっきり言って連携不足

ですよね。事前にそういう前兆といいましょうか、ほとんどの事例がもう事前に何らかの前兆が

ありましたよみたいな、児童相談所にもう何らかの相談もありましたよと。 

しかし、結果的にはそういうのがきちんと対応されずに、最終的には幼い命を落とすとかそう

いう結果じゃなかったのかなと私は認識しております。 

今度、子育ての包括支援センターと福祉サイドの家庭総合支援拠点これをなぜ統合するかって

いう、国も新たなこども家庭庁をスタートするのに、その辺のところが一番それを迅速にスピー

ディーに対応して幼い命を救おうと。 

だから母子保健の定期的な検診において、何かこの子の体何かおかしいんじゃないと、傷めつ

けられているんじゃないかとかですね。そういうのが発覚したらすぐ、福祉のほうの児童福祉に

そういった報告がいってですね、命をどうするかということが対応できると思うんですよ。 

それを、業務を別々にしとってですよ、言い方は変かもしれんけど、検診が終わりましたと、

何かあの子ちょっと気になるなあって言いながらもそれを野放しにすると、あれあれっていう間

に大事になっていくと。 

そういうことも含めてですね、ただ一例ですけど、私はこの子供全体をどうやって救っていく

かということが最前面に来なきゃならんと思うんです。 

そういうためには、本市もいち早くこども家庭センターを設置して、枕崎からそういう本当に

虐待とかヤングケアラーの調査事業も今度から新規事業で出ているじゃないですか、子供の訪問

家庭をすると。そういうものを含めて、前も言ったひきこもりの問題、いろんな子供たちを取り

囲む問題点をですね、こども家庭センターでしっかりと対応していくべきじゃないかということ

で、まずは取りあえず終わります。 

○４番（沖園強） いろいろ今まで審査論議をしてきたんですけど、我々もそのこども家庭セン

ター、連携の取れたその設置に何ら異論はないところです。 

実は私、昨日南さつま市のふれあいかせだのこども未来課に行ってきました。その統括された

そういう保健師も相談員も入っている、もう実質的なこども家庭センターですよ、あの運営状況

は。全部話も聞いてきました。保健師とも話をしてきました。連携が取れています。その事務所

のスペースは幾らですか。 

○健康課長（西村祐一） 150平米強だと思います。 

○４番（沖園強） 152.95平米だったですよ。 

その中に今度新たにオープンの相談室を設けてありました。補助事業でしたんでしょうね。 

このふれあいかせだには、枕崎市立病院みたいな検査室、予診室そういったものを兼ね備えて
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おって、２階は福祉協議会。 

本市の健康センターですか、何で市立病院もカンガルーのポッケもあるのに、何でこんな動き

になってきたのかなと非常に不思議でなりませんでした。 

そのスタッフはセンター長含めてですよ、勤めている事務所といえばいいんですか、相談窓口

を含めてですよ、相談室も含めて152.130平米ぐらい。 

私はその辺がどうしても理解ができない。市立病院はあそこにある、また健康センターも併設

している。使いようはいかようにもあるがね、あれ1,000平米あるんでしょう。何でそこまで固

執するのか分からない。 

そしてあそこの中には連携が取れているから、保健師を含めた全職員が入っておって相談員を

含めて、そして管理者も含めて入っておって30名やったですよ、職員は。 

皆さん方のこの計画を見ればどうしても理解ができない。やろうと思えばできる。 

だから、今まで公共施設等の管理計画等も、時系列的に追えば検討していなかったはずがない。

だってこの拠点施設は、令和４年度までの努力義務だったんでしょう、どっちかというと。令和

４年度末まで３月までですよ。そこは指摘しておきます。 

○健康課長（西村祐一） ただいま御指摘いただきました件ですが、南さつま市の事務所スペー

スは150平米強ということで、多分行かれたのであればお分かりかと思うんですが、相談室も屋

内にも事務所スペースの相談室を撤去して、もともと更衣室があったところをまた相談室に変え

ていると思うんですが、それを含めて相談室が３つぐらいあり、それに加えて先ほど委員がおっ

しゃいました検査室とか予診室とかそういったものを含めまして、全体的な平米数はちょっと把

握していないんですが、結構スペースの広いところで、拠点を南さつま市は整備されているかと

思います。 

それとあと今市立病院の隣にあるんですが、検診等については、どうしても市立病院の医師だ

けではなく医師会を通して医師の派遣をいただいておりますので、必ず市立病院の医師が来るか

といえばそういうことでもございません。 

そういったことから考えれば、市内の中心の位置にある現在の医療施設跡というのは適してい

るのではないのかなとは考えているところでございます。 

○４番（沖園強） 何かこう皆さんの答弁を聞いていると、むなしいんですよね。 

計画的にやってきたと思いますよ、年度末までに拠点施設を造らな済まんという一つの目標を

掲げてやってきたと思うんですよ。 

ずっと聞いとけば、この庁舎内にそういう相談室とかそういったスペースがないという話まで

出てくる。総合振興計画を上位計画としたいろんな計画、ここまで練り上げているのに、検討し

てこなかったはずがないんですよね、道理的に。降って湧いた話にただ飛びついただけですがね、

ほら。 

もうこれ以上論議しても始まらんから堂々巡りでしょ。 

○５番（禰占通男） 議員も、こども家庭センター、これの設置には皆さん反対しないと思いま

すよ、私もしません。 

ただ、今ある既存の本市の施設の有効利用というのはどこにいったのっていうそれが気にかか

っているんですよ。そこでやって駄目なら、その今回提案されているそういう施設も必要だと思

いますよ。 

先ほど４番委員が言ったような南さつま市の延べ面積、私が昨日言ったと思ったけど、妙見の

施設であっても倍以上ありますよ、簡単に言ったら。ただ補助金に適すか、そぐわないかだけの

ことでしょう。 

それから今日も朝起きてから考えているんだけど、ほんなら妙見センターはどうなのかと。あ

そこは農政課が使って、農業委員会が使って、それで猟友会が使ってあとはあまり使っていない
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ですよ。あっちの多目的、体育館等はいろいろ使っている。だけど後はもう避難所になって何回

か使うか、後はあっちの奥の調理室を使うぐらいだと思うんですよね。 

本当に市の施設はいっぱいありますよ。だから私はそれをするんであれば、どっか片づけるよ

うに提案してほしいって最初から言っているんですけど、どうなんですか。求めるんだったらも

うどっか整理してくださいよ。 

○副市長（本田親行） 昨年の12月から今回続けて予算をお願いしているわけですが、降って

湧いたような唐突なということではなくて、４番委員がおっしゃるように、これまでも市も子育

て包括支援センターと子ども家庭総合支援の拠点が一緒になって運営できないかということは検

討してきており、答弁もしてきておりますが、具体的に２か所の場所も検討してきましたが、や

っぱりそれぞれ課題があったということで、妙見センター等の各公共施設の有効活用というとこ

ろもあるんですが、それぞれ利用目的に応じて利用もなされておりますので、現状の公共施設の

中では保健師等の専門職が集まって、業務の効率化を図っていくということは困難な状況という

ことで判断しております。 

ハードありきということではないんですが、そういうハードの整備が足りないことによって子

ども家庭総合支援センター拠点につきましても、その業務については福祉課が担っておりますが、

相談施設等のハード的な部分が不足しており、拠点施設とみなされないことから、歳入も受けら

れないと。そういう整備することによって、歳入確保という点にも資していくものと考えており

ます。 

○４番（沖園強） 根底には、我々、５番委員からも出たんですけど、施設が増えれば増えるほ

ど維持管理が発生していく。 

そういった行財政改革、屋上屋を架さないようにいろんな計画が策定されてきたと。その計画

そのものをほごにするようなことになったのは、それはもう７月に医療機関との調整が不調に終

わったから市のほうに振られてきてそれからの話ですがね。その以前までは、ある公共施設そし

てどういった活用方法がいいのかということで、いろいろ検討されてきたと思いますよ。 

ですから、第２期の子ども・子育て支援計画では、全て事務所からいろいろこうサポートされ

ていく、いろんな民間の施設そのものは足りていますという計画までずっと出来上がっているわ

けですよ、将来にわたって。 

そういうものを、いろんなそういう道理的な経緯、そういったものを考えた場合に、どうして

も私には理解できない。ほかの委員は知らないですよ。もうちょっと、もうちょっとですね、ま

ともな答弁をしてほしい、ただ後づけの答弁にしか聞こえないですよ。 

○副市長（本田親行） 医療施設の跡地については、市内の別な医療機関との交渉が不調に終わ

ったから検討を始めたわけでもなくて、そこの有効活用もできないかということを検討しており

ましたが、市内の医療機関が手を挙げているということで、一旦は諦めざるを得なかったという

状況にございますので、このことについては答弁もいたしておりますので、不調に終わったから

そこの検討を始めたということではないということは御理解いただきたいと思います。 

○建設課長（松田誠） 建設課から12月議会でも答弁しましたが、今回５年度当初予算で取得

費をお願いしているところでございます。 

12月補正で委託費を211万2,000円落としまして、それが再復活したわけですが、まず211万

2,000円の委託費につきましては、現在あります健康促進係の母子保健、成人保健庶務担当のこ

の現行業務を行うために必要な、手狭であった事務所の改造、それに伴う玄関周りの改造及び大

会議室の相談室の確保、トイレのバリアフリー工事で、これが4,500万という答弁しております。

この中には、今議題になっています、保健センターとかこども家庭センターの業務を補う委託費

ではございませんでした。 

先日の４番委員からも、取得ありきでの上程だという話もありましたが、現在の健康センター
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にどうやったらスペースを確保できるかこれは検討しております。 

現在の保健センターの業務を行う4,500万のほかに、増築案としまして、玄関前に鉄骨造りで

ございますが、健康課としましては、事務所が90平米ほど足らないということで90平米の増築

をした場合、あと大会議室に相談室等を設けるというので6,960万円の試算をしております。 

第２案としまして、大会議室改修としまして、当然現在ある健康センターの事務所の改造を行

った上で、大広間の畳の部屋、ここに事務所の90平米をもってくるというような案を試算して

おります。これにつきましても3,360万程度かかるということになります。 

この案としまして、増築Ａ案につきましては、玄関前の駐車スペースが完全に潰れるというこ

とで、これもいかがなものかという意見もありまして、２番目の大会議室への避難所兼相談室と

か事務所を移転した場合に避難所兼相談室として108平米しか残らないという試算となっており

ます。 

こうなった場合に、現在避難所施設として使われている広間として、これでは不足するという

意見がありまして、病院跡地の取得をお願いしているところでございます。 

○７番（吉松幸夫） １つお聞きしたいんですけれども、南さつま市で統合した課が、今行われ

ているということで、私が一番知りたいのは、業務としてはスムーズにいっているかと思うんで

すが、市民の皆さんからの評価といいますか、ここが１つとなりどうだったという評価がありま

したら教えてください。 

○健康課長（西村祐一） 申し訳ございません、南さつま市に市民の声がどういったのがあるの

かというような確認はしておりません。 

○４番（沖園強） その点については、非常に事業効果が上がっていると、そういう評価でした、

職員は。 

当然本市の場合も、そういった事業効果というものを求めて設置しなきゃいけないということ

は理解しております。事務事業といえばいいのかな、こういう保健師とか相談員とかで連携を取

って、そのサポート体制をいろんなそれぞれの町が持っている施設に案内され、児童相談所につ

ないだり、そういう拠点施設なんですけどね。 

事業の中身は理解しているつもりです。ただもう先ほどから何回も言うように、本市の行財政

改革、有効利用そういった部分で理解できないところがあるということだけ申し上げておきます。 

○議長（永野慶一郎） すみません、私のほうで２点ほどちょっとお聞きしたいと思います。 

予算書の総務費の51ページ、52ページにＪＲの指宿枕崎線関係の予算が載っておりますが、

今年指宿枕崎線が全線開通して、ちょうど60年を迎える記念すべき年だと思うんですが、予算

書を見る限り本市として、何か記念事業をやるような予算がないような気がするんですが、何か

検討されているんですか。 

○企画調整課企画調整係長（山神修一） 来年度、指宿枕崎線が全線開通してから60年に当た

ります。これに関しましては、企画サイドでは特に予定はしておりませんが、南溟館の事業とし

ては、果ての鉄道展ということで企画をしているところでございます。 

○議長（永野慶一郎） 民間の方たちの活動の中で、記念の事業をしようかなっていう動きがあ

るっていう、私ちょっと話を聞きに行って、そういったことを聞いているんですけど、もしそう

いうのがあればぜひ行政としても協力をしていただけたらと思います。何か聞いていますか。 

○企画調整課企画調整係長（山神修一） 特に聞いてはおりません。 

○議長（永野慶一郎） あと一点、衛生費のところで、おととい、ごみ処理施設の中継施設の事

業の概要の資料をいただいたんですが、新たに中継施設ができたときに、可燃ごみとかの持込み

ができないということでしたよね。 

金峰へということだったと思うんですが、集落で今違反ごみがあるんですよ。収集車が持って

いかないごみがあって、うちの集落は役員が定期的にたまったときに、内鍋に持っていっている
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んですけど、ほかの集落でも公民館の役員がそうやっていると聞いたこともあるんですが、そう

いったごみの持込みもできなくなるっていうことですかね。 

○市民生活課参事（松田勇一） 集積場に出された違反ごみにつきましては、対応は考えていか

ないといけないということになりますので、中継施設に持ち込むのか、またそれ以外の対応で新

クリーンセンターに直接運ぶのかという検討をしてまいりたいと思います。 

○議長（永野慶一郎） うちだけの集落じゃなくて結構違反ごみの対応に苦慮されているってい

う話を聞くので、これはこの中継施設で引き取ってくれないとなれば、多分すごい混乱が起きる

かなと思います。もちろん集落の中でも、ごみの分別をしっかりしましょうというような、公民

館便りであるとか載せて流しているんですけど、なかなか、どこの集落もだと思うんですが、

100％完璧なところはないと思うんですよね。なのでそういった点もしっかりとどうするか、対

応をお願いしたいのと、可燃ごみのことなんですが、市内の一斉清掃ですか、７月と12月のと

きに草木を持ち込んだりしていますけども。あと個人の家の草木、そういったのは持込みは可能

になるんですか。最後にそこだけ教えてください。 

○市民生活課参事（松田勇一） まず、先ほどの違反ごみの件ですけれども、やはりここについ

ては個人の家庭から出されるごみということですので、違反ごみがないような啓発、そこをしっ

かりと図って、集積場には正しいごみが出されるような形で広報、啓発を努めてまいります。 

それとあと美化活動、それから個人の家から出された草木につきましては、粗大ごみという位

置づけで中継施設で受け入れられるように考えているところでございます。 

○税務課長（鮫島眞一） 先ほど９番委員から質問がありまして、回答を保留しておりました地

方消費税交付金の中で、従業者数についてお答えいたします。 

この従業者数につきましては、経済センサス活動調査に基づく人数になっております。この調

査が５年前に行われておりまして、前回の数値を使っている部分が27年度になりまして、その

人数が１万0,570名になっております。 

○２番（眞茅弘美） 予算書の57ページなんですけども、初めて出てくるかと思うんですが、

地方税法第48条と相互併任に係る基幹系ネットワーク構築作業、こちらの説明をお願いします。 

○税務課長（鮫島眞一） この地方税法第48条と相互併任に係る基幹系ネットワーク構築作業

について御説明いたします。 

まず、基幹系ネットワーク構築作業の部分につきましては、新年度に新たに県が南薩地域振興

局県税課に設置を予定しております特別滞納整理班において使用する本市基幹系税滞納管理シス

テムの運用に必要な基幹系ネットワークを、本市と南薩地域振興局との間に構築する費用となっ

ております。 

前段の地方税法第48条と相互併任の部分について御説明をいたします。 

地方税法第48条は、個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例について規定をしてい

る条項となっております。 

通常、個人県民税は、市町村民税と併せて、市町村で個人住民税として徴収を行っております

が、この特例により、県において徴収及び滞納処分を行うことが可能となっております。 

今回、滞納事案のうち、徴収に困難を要しているものや徴収効率が低いものを地方税法第48

条により県へ一定期間引き継ぎ、徴収の強化を図ることにより、税負担の公平化を図ろうとする

ものでございます。 

県の税務当局におきましても、個人住民税等の徴収強化に取り組むため、平成19年度以降、

特別滞納整理班を各振興局内に年次的に設置し、市町村と連携した取組で個人住民税等の徴収確

保や市町村職員の徴収技術の向上に取組を行っているところでございます。 

以上のことで基幹系ネットワーク構築の作業の予算を計上させてもらったところになります。 

○２番（眞茅弘美） ということは、今後、県の職員のほうで徴収するということでしょうか。 
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○税務課長（鮫島眞一） 委員のおっしゃるとおりで、県の徴税吏員は、相互併任を行うことに

より、本市の身分で滞納整理を実施することとなります。同様に、本市職員も鹿児島県の徴税吏

員として併任を受け、県の職員と併せて滞納整理業務に従事することになります。期間としまし

ては１年以内と法律で決まっておりますので、１年間を予定しております。 

  市の職員の増員や県への市職員の派遣等の計画はございません。 

○２番（眞茅弘美） ということは、市の職員と一緒に徴収するっていうことでしょうか。 

○税務課長（鮫島眞一） 県の職員が、県のほうに滞納者の徴収の部分を引き継ぐことになりま

すので、県の南薩地域振興局に設置される特別滞納整理班が中心となって、市の職員も一緒に連

携をして、徴収に取り組むということになります。 

○２番（眞茅弘美） そういう内容は、市民への周知はどうされるんですか。 

○税務課長（鮫島眞一） まずは、滞納をされている方に対しては、県に徴収が移管されるとい

うことをお知らせをしていきたいと考えております。 

全員部分が全て県のほうに移管されるのではなくて、先ほど申し上げました徴収に困難を要し

ているものや、徴収効率が低い案件を県と協議してその部分を移すという形になってまいります

ので、今後、県に移る事案なのかどうなのかは、県と協議の上になります。 

○５番（禰占通男） このごみ処理中継施設等の設備についてちょっと確認なんですけど。 

今まではリサイクルのストックヤードとかは片壁しかなかったですよね。西側が壁で正面はほ

とんどオープンということですよね。今後、新設するストックヤードですよね。家庭系収集資源

ごみの新設、建屋で処理するちゅうことなんだけど、この建屋というのは、労働環境といえばい

いか、そういう建物になるんですか。 

○市民生活課参事（松田勇一） ストックヤードの建設につきましては、壁が四方、出入口につ

いてはシャッターなり扉がついてという施設となっております。 

○５番（禰占通男） 冬とか夏場の労働環境というのは、それに対する空調設備とかは含まれて

ないんですか。 

○市民生活課参事（松田勇一） 現在の計画の中では、空調のところは入っておりませんけども、

そういう夏場の作業、そういうのも考慮しながら、新年度で実施設計を行ってまいりますので、

その中で対応してまいりたいと思います。 

○５番（禰占通男） 現在使われているリサイクルする施設、あそこができた頃、女性の方も仕

事を求めてきたみたいだけど。そのときの責任者から聞いたんだけど、すぐ辞めさせてもらいま

すと。結局、あれ見たら劣悪ですよね。 

だから、今からはもう結局、どんないい仕事をしても、やっぱり労働環境を整備してやらなけ

れば駄目じゃないですか。なぜかというと、リサイクルしてもうけた分はそっちで使うようにも

したらどうですか。リサイクル品を売却した利益を還元できるようなこと。私はそれが一番いい

と思うんですよ。だから、今から計画ですので、その辺を考えてほしい。もうこれは要望なんで

すけど。 

あと一点ですね、１点ちゅうか２点になるかしらんけど、この粗大ごみをストックして中継運

搬するということですよね。この破砕機なんかどうするんですか。でかいものを何かで潰して、

それをトラック運送するのか。ちゃんとチップとかに破砕して効率を上げるのか、その点はどう

なんですか。 

○市民生活課参事（松田勇一） 廃棄物の運搬中継施設につきましては、粗大ごみの持込みがで

きる施設ということで、整備を計画しているところでございます。 

その中で、粗大ごみにつきましては、軽微な解体という考えでいるところでございますけども、

重機を使った解体はやっていこうかということで、一応、考えているところでございます。 

○５番（禰占通男） 段ボールを梱包するとき、リサイクル品の段ボール、紙類、圧縮機で１メ
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ートル50から２メートルぐらいの塊にして、番線の６ミリか８ミリのやつで荷造りする。 

そこまでせんでもいいけど、そういうやつで圧縮して、やはり運搬するとか、できればこれは

チップにして、バイオマス発電所でも使ってもらったほうが私はいいと思うんです、実際ですね。

ただ金属が入っていると、使えないですよね、あっちではね。後で処分が困るから。そういうの

も何か考えられたらなと思います。 

それともう一点、生ごみですよ。それを今から運搬するというと、向こうに払う分も重量でし

ょう、最終的には。そしたら、水分をどうするか。何かその対策はあるんですか。昨日も６番委

員からも生ごみに対しての意見も出ていたんですけど。 

○市民生活課参事（松田勇一） 生ごみにつきましては、月曜日の質問の中でもお答えしていま

すけれども、家庭で減量しやすい品目ということで、各家庭でそういう水切り、もしくは可燃ご

みに入れずに各家庭で電気生ごみ処理機で処理する、もしくはコンポストで堆肥化する。 

そういう形で、各家庭でごみ減量に取り組んでいただきたいということで考えているところで

す。 

生ごみを特別にまた処理するということになりますと、そこにまた経費がかかってきます。 

さらには、市民に分別までお願いをしないといけないということになりますので、今現在では、

生ごみにつきましては、各家庭で減量しやすい品目ということで、自家処理で減量をお願いした

いと思っているところでございます。 

○５番（禰占通男） 一番いいのは、今担当課が言ったように、生ごみ砕石でおがくずとかぬか

とか混ぜて家庭菜園ぐらいの堆肥にできれば、相当な減量になるんだけど、そういったぬかとか、

木くずちゅうか、おがくずだけど、そういうのを確保して配るとか、そういう構想も検討しても

らいたいと私はそう思っているんですよ。要望しときます。もう総括ですから。 

○副市長（本田親行） ごみ処理関係経費につきましては、新クリーンセンターができるという

ことで、その部分でもこれまで以上の経費が見込まれております。 

市民の利便性の低下を招かないように中間処理施設の建設もお願いしているところですけれど

も、運営につきましては、ごみ処理経費が極端に増大しないような形も含めて、ごみ処理の有効

活用等も含めまして、今後具体的に検討してまいりたいと考えております。 

○４番（沖園強） 総括ということで、当局に評価というかお礼を申し上げたいと思うんですけ

ど、ふるさと応援基金の活用事業について、以前、経常経費を応援基金で当て込んで充当してい

るんじゃないかと。それで財政規律、プライマリーバランスが見にくいよということで指摘した

ら、今回何点か見直してくれてよかったなあと思っているんですけど、ちょっと確認のため申し

上げます。 

総務費の電算費、それと土木費の下水道補助金の基準内繰入れ、市営住宅の管理費、ヘリポー

ト管理運営委託、教育費のサン・フレッシュ枕崎の管理委託、指定管理者関係があるんですけど、

体育施設の管理委託、これらを見直してくれたんだなあと思っているんですが、そういう確認で

よろしいでしょうか。 

○財政課長（篭原正二） ふるさと応援基金の活用につきましては、それぞれ寄附者の使途の希

望に応じて充当していると、これまで行ってきているところでございます。 

昨年度の当初予算時における充当額が13億2,120万円ですけれども、本年度12億4,240万円と

8,000万円ほど減額してございます。 

このふるさと応援基金の充当の考え方につきましては、それぞれ政策分野における事業につき

まして、その目的に合致した事業に対して充当しているということになります。 

委員から、去年の予算委員会であるとか決算委員会であるとか、経常的な色が強いものについ

ては御指摘をいただいたとこちらは認識しておりますが、基本的には、こちらの考えといたしま

して、充当の総額をどの程度にしていくかというものを考えてまいります。 
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もちろん活用できる事業、そしてそのふるさと応援基金を活用して、これができるといってや

る事業ですね、政策色の濃い事業となります。それらも含めて、どれぐらいにしていくかと考え

ていく中で、今年度につきましては、令和４年度のふるさと応援寄附の状況がございました。寄

附額が減少していますが、ふるさと応援基金につきましては、末永く政策経費に活用してまいり

たいと考えてございますので、今年度につきましては火之神地区の環境整備ということで、建物

解体事業について１億5,000万という大きな充当はございましたけれども、それでも抑えたとい

うことになります。 

考え方といたしまして、委員がおっしゃった経費の中の多くが公共施設の老朽化対策というこ

とでこれまで整理していた事業について、昨年度に比べて１億程度減少させております。今年度

はそういう考え方の基に行った結果となっております。 

○４番（沖園強） 結局、基本的に財政規律という部分で自主財源で幾ら経常経費が賄われてい

くかというようなそういったバランス感覚が必要なんでしょうからね。やはりその辺は留意して

いただきたいなと、そして見直してくれたんだなと思っております。 

ちょっと気になるのは、学校給食センター管理費が先ほど交付税対象の基準財政需要額で

3,370万程度ですかね。ということで今回も管理運営費が充当されているようですので、その辺

はやっぱり検討しながら運用されたほうがいいのかなと思っております。 

○財政課長（篭原正二） 給食センター管理費に充当した理由といたしまして、今回システムリ

ース、新たにこれは市民の利便性に資するものであるということで充当いたしました。 

それと、備品を購入するということで、いわゆる決算統計上臨時的な経費に当たっていくもの

と考えております。経常収支比率には影響しない部分だろうかなと思います。そのような考えの

基に充当してございます。 

○14番（吉嶺周作） 令和４年度は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金がで

すね、令和２年度は約５億、令和３年度が２億1,000万、令和４年度が３億7,000万程度交付さ

れているんですけれど、今年の５月８日、２類から５類に移行した場合に見込みとしてですよ、

令和５年度は地方創生臨時交付金は幾らぐらいになる予定なんですか。 

○企画調整課参事（田代勝義） 臨時交付金につきましては、これまで国の補正とか予備費で、

例年１月とか２月ぐらいに配分通知がありまして、それを当初予算や６月補正に交付金事業を盛

り込んでおりましたが、今年につきましては、配分や配分予定もありませんで、また今後配分さ

れるかどうかとの通知等も来ていない状況です。 

○14番（吉嶺周作） ふるさと納税がですね、令和３年度が寄附額が約10万件の34億、令和４

年度が約６万件の17億になって半減するんですけど。 

○委員長（中原重信） 14番委員、先ほどこの件についても答弁があったと思うんですけど。 

○14番（吉嶺周作） 何の答弁ですか。 

○委員長（中原重信） その納付額について、ふるさと応援基金について。 

○14番（吉嶺周作） いや、まだ質問を今するところなんですけど。 

○委員長（中原重信） 重複していますから注意しているところです。重複しているから。 

○14番（吉嶺周作） いや、していないですよ。だって質問を聞いていないじゃないですか、

最後まで。 

ふるさと納税が半減したんですけど、このあらましで見たらですよ、その３分の１ぐらいがふ

るさと納税の活用をしているんですよ。それは、市債で補っているということなんですかね。令

和５年度の市債が昨年度より倍になっているわけですよ。12億円ほど市債を増やしているわけ

ですよ、予算で。それで、６年連続、それと過去最高の予算を今叩き出しているんですけれど、

借金を増やしてそこまで持っていったちゅう捉え方でいいんですか。 

○財政課長（篭原正二） 市債が増えた要因といいますのが、先ほど６番委員の御質疑でお答え
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いたしました新クリーンセンターに係る借入れが14億4,000万円程度あるということで御説明い

たしました。予算規模が大きくなった理由が市債が増えた理由になります。 

ふるさと応援基金の活用につきましては、先ほど４番委員の御質疑に答えましたとおり、去年

が13億当初で取崩しの予算を立てておりまして、今年度中12億4,000万円、大体8,000万円程度

減少をいたしておりますけれども、そこまで大きくは額的には変わっていないところであります。 

御質疑の中で、寄附額が４年度に減少したけれども、ふるさと応援基金からの充当が変わって

いないということとか、そういうものでどうやってカバーするのかという御質疑なのかなとは思

うんですけれども、基本的には基金に今積んでいるものから繰り入れる形になります。 

今の見込みでいきますと、ふるさと応援基金の積立てが、現在のところ４年度末残高見込みを

35億と見込んでおりますが、若干、これより減少する可能性もございます。これを今回12億

4,200万円取崩しをしているということになります。 

５年度に積み立てる見込みが、予算上12億円程度積むということになりますが、この６年度

以降につきましても、寄附の状況によりましてこの基金の活用の在り方につきましては、検討し

ていかないといけない中で、政策的な経費というものも寄附額に応じたものも反映させていかな

ければならないものと考えております。 

○委員長（中原重信） ほかにありませんか。―ないようですので、以上で質疑を終結いたし

ます。 

〇４番（沖園強） 休憩をお願いいたします。 

○委員長（中原重信） ここで暫時休憩いたします。 

午後３時44分 休憩 

午後３時44分 再開 

○委員長（中原重信） 再開いたします。 

ただいま沖園委員から休憩という動議が出されましたが、休憩の動議について、挙手により採

決いたします。 

本動議に賛成の方の挙手を求めます。 

（「休憩の理由は何ですか。休憩に賛成か反対かって言ったって、理由が分からんと判断のしよ

うがないですよ。休憩の理由ですよ。休憩の理由を言ってください。判断できないがね」と言う

者あり） 

○４番（沖園強） 当初予算の令和５年度の一般会計当初予算の衛生費中保健衛生費、保健衛生

総務費の公有財産購入費7,000万、委託料の設計調査業務委託料440万を削除する修正をお願い

したくて休憩をお願い申し上げます。 

○委員長（中原重信） 休憩の動議について、挙手により採決いたします。 

本動議に賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（中原重信） 挙手多数です。 

よって、本動議は可決されました。 

沖園委員、時間はどれぐらい必要ですか。―それでは４時45分まで休憩いたします。 

午後３時46分 休憩 

午後４時44分 再開 

○委員長（中原重信） 再開いたします。 

提出者に、沖園委員、禰占委員、上迫委員、賛成者に眞茅委員、豊留委員、下竹委員、清水委

員、吉嶺委員から御手元に配付のとおり修正案が提出されました。 

この修正案を直ちに議題といたします。 

沖園委員に提案理由の説明を求めます。 
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○４番（沖園強） 先ほども申し上げましたが、議案第７号令和５年度枕崎市一般会計当初予算

の衛生費中、保健衛生費、保健衛生総務費の公有財産購入費7,000万円、委託料の調査設計等委

託料440万円を削除する修正案について申し上げます。 

この件については、さきの12月議会において、令和４年度当初予算で議決されていた既存施

設の老人福祉センターの大規模改修工事設計業務委託費を皆減し、新たに保健センターとして活

用する民間医療施設跡地を取得する議案が唐突に提案されました。 

議会は、経緯の時系列的なプロセスが不明瞭であり、枕崎市第６次総合振興計画を上位計画と

した当初予算との整合性がなく、行財政改革に逆行していることなどを強く指摘した上で、皆減

された老人福祉センターの大規模改修工事設計業務委託費を復元し、民間の医療施設跡地の取得

事業費を削除する12月補正予算の修正案を絶対多数の下に可決したのであります。 

このような経緯にもかかわらず、令和４年度予算における今回の３月補正では、12月議会で

修正可決され復元した現在の老人福祉センターの大規模改修工事設計業務委託事業は、令和５年

度への事故繰越や事業費の減額もなく、執行されていないことが判明したところで、明らかに議

会の議決を無視した意図的な予算編成と言っても過言ではなく、市長の政治姿勢が問われる大き

な問題でもあるところです。 

また令和５年度の当初予算は、保健センター設置事業として、民間医療施設跡地の土地、家屋

の取得と調査設計委託費を計上しており、さきの12月議会で修正可決された議案を僅か３か月

後に再提案する議案となっているところでありますが、第２期枕崎市子ども・子育て支援事業計

画が策定されたのは令和２年３月であります。 

それらに基づいて、令和４年度から令和８年度までの枕崎市地域福祉計画も令和４年３月に策

定されているところであります。 

その令和２年３月策定の第２期枕崎市子ども・子育て支援事業計画では、事業の提供区域は市

内全域を１区域として、施設等の利用支援・援助の必要量は確保できるとした計画となっている

ところであります。 

また、児童福祉法の一部改正によるこども家庭センターの設置の努力義務についての政府の見

解は、財政支援や設置目標や職種、資格、配置人員等については、人口規模や職員数など地域の

状況を把握した上で、今後検討することになっているところです。 

さらに、こども家庭センター長は統括支援員の兼務も可能であり、センター長をトップとして

指揮命令系統を確立して、統括支援員を中心とした子ども家庭支援員等や保健師等の各専門職が

一体的に支援を行う体制を構築することとしており、児童福祉と母子保健が同一場所でない場合

は、それぞれの場所に統括支援員を配置するのは自治体の実情に合わせて可能としており、現在

行われている部署の統一までは求めていないところでもあります。 

このように厚生労働省が求めているこども家庭センターの設置目的は、子ども・子育て支援の

各種事業において、施設等の利用支援や援助の必要量の確保を求めているところで、箱物を求め

ているのではなく、児童福祉と母子保健における保健師や相談員などの専門職と、センター長・

統括支援員との連携による地域資源の発掘や施設等の紹介などのサポート体制の一元化の確立を

求めているものと思っております。 

すなわち、指揮命令系統体制の確立によるサービスの効率化を求めたもので、決して箱物の整

備を求めているものではなく、自治体の事情に即した体制の確立であります。 

その目的は、政府が令和４年度末までの設置目標としてきた子ども家庭総合支援拠点が令和６

年度からのこども家庭センターに置き換わるものであって、これまで、令和２年３月に策定した

第２期子ども・子育て支援事業計画に基づき、総合振興計画など10か年計画の下期見直しの時

期に当たる令和３年から令和４年にかけて、公共施設等総合管理計画や耐震化計画、枕崎市地域

福祉計画が見直され、令和４年度末までの努力義務を課されていた子ども家庭総合支援拠点設置
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に向けて、令和４年度当初予算で老人福祉センターの大規模改修工事設計業務委託費の予算が計

上されたものだと思っていたところでありますが、行政執行の在り方に対する疑念の声が高く、

議会として看過できないものがあるのも事実でございます。 

私は、昨日、南さつま市の子ども家庭総合支援全般に係る業務を担っている実質的なこども家

庭センターともいえる子ども家庭総合支援拠点施設、こども未来課を訪問し、取組の実態を見聞

してまいりました。 

本市の1.5倍の人口の南さつま市の子ども家庭総合支援拠点は、受付の相談窓口から相談室ま

で含めた僅か152.95平方メートルの床面積に、保健師・相談員・事務職など、30名足らずの全

ての関係職員が収まっており、効率的に事務事業を執務している光景を間近に見学してまいりま

した。 

同じ館には、本市の市立病院に代わる診察・検査室などの健康センターや福祉協議会もあり、

機能的な館でもありました。 

なぜ、耐震性もある老人福祉センターの調査設計業務委託の予算を削除して、延命化の改修は

行わず、市立病院の隣にある床面積1,000平方メートル以上もある平屋建ての老人福祉センター

は設置スペースが足りないと言っているのか、理解に苦しむところでございます。 

総合振興計画や施政方針までをほごにして、民間医療施設跡地を新たに求める市当局に対する

まことしやかな批判の声は当然のことであります。 

我々は、住民福祉の向上を願う、最少の経費で最大の効果を上げる地方自治法の精神による行

政運営を望むものであり、安直な状況変化に惑わされることなく、中長期的な視点に立った行政

運営を求めて、保健センター取得事業の予算を削除して、令和５年度当初予算を修正するもので

ありますが、詳しくは、今御手元にお配りいたしました修正案を御覧いただきたいと思います。 

まず、予算書の表紙の裏ページに当たる部分ですが、第１条中158億2,700万円を157億5,260

万円に改めるものでございます。 

そして、予算書２ページをお開きください。 

18の繰入金、その部分で基金繰入金、全て今から申し上げる修正箇所は抹消線を掲載してご

ざいますので、御覧いただきたいと思います。 

18繰入金を7,000万減額して、14億8,940万1,000円に改めるものでございます。 

そのうち款項目の項で２の基金繰入金15億5,940万を7,000万減額して、14億8,940万に改め

るものでございます。 

３ページをお開きください。 

款21、市債、項の１番市債で440万を減額して、24億4,193万1,000円に改めるものでござい

ます。 

歳入合計の欄も7,440万を減額いたしまして、157億5,260万に改めるものでございます。 

４ページをお開きください。 

歳出の款４の衛生費、項１の保健衛生費、7,440万減額して、５億1,228万6,000円に改めるも

のです。 

歳出合計の欄で、同じく7,440万を減額して、157億5,260万に改めるものでございます。 

予算書７ページをお開きください。 

○９番（立石幸徳） いや、７ページはどこにあるのか分かりませんけどね、要は言いたいのは、

提案理由説明ちゅうより内容説明をされているわけですけどね。 

こういう委員会運営上、委員長、しっかりとめり張りをつけた運営をしていただきたいと思う

んですよ。 

そうでないと、提案理由説明で終わることじゃなくて内容説明まで踏み込んでいますがね。 

○４番（沖園強） 当然、懇切丁寧に説明をいたしたいと思います。 



 

- 48 - 

予算書の３表、７ページ、当初予算書です。 

○９番（立石幸徳） その内容説明はまた、質疑を受けた形での説明ならまだしも、最初から内

容も全部説明してもらったんじゃおかしくなるんじゃないですか、進行上。 

○４番（沖園強） 提案理由の説明に付随した説明を行っておりますので、予算書７ページの地

方債の一部を次のように改めるという第３表ですが、過疎対策事業債の部分で、これを440万減

額をいたしております。 

限度額は21億9,210万円に改めるものでございます。 

予算書10ページをお開きください。 

歳入歳出予算事項別明細書、10ページの総括のところで、歳入の款18と21の部分で、7,000万

と440万を減額いたしております。 

本年度予算の部分で、当然、比較の部分で前年度との比較分の部分でも、7,000万と440万減

額して、抹消線でお示ししてございます。 

歳入合計も当然、7,440万減額して本年度予算と比較の欄も修正してございます。 

11ページを御覧ください。 

歳出の部分で、款４の衛生費の部分で本年度予算額を7,440万減額いたしておりまして、比較

の部分も当然そうなっております。 

その内訳、特定財源の中で、地方債の部分を440万、その他、基金のことです。7,000万です。 

歳出合計の部分も当然そういった形になっておりますので御覧いただきたいと思います。 

歳入で修正削減された部分で、34ページで款項目ふるさと応援基金繰入金の部分に影響が出

まして、7,000万減額補正をいたしております。 

節の部分もそのように7,000万減額となっております。 

39ページをお開きください。 

款21番の市債の目、２の衛生費の部分で本年度分を440万減額してございます。 

影響額をそれぞれ計の部分まで、節の部分まで替えてございます。 

説明欄におきましては、保健センター設置事業の分を440万皆減してございます。 

次、78ページをお開きください。 

款４の衛生費、目１の保健衛生総務費、本年度分を7,440万減額して比較の部分も7,440万減

額してございます。 

特定財源の部分では地方債を440万、基金の部分を7,000万減額してございます。 

節の委託料の部分は説明資料の440万を皆減いたしまして、節の部分の委託料を同じく440万

皆減して修正してございます。 

合計の欄も同じくそういう修正を行っております。 

最後に、164ページをお開きください。 

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに

関する調書の部分で、今まで申し上げてきました部分で、令和５年度の普通債の起債見込みを

440万減額してございます、衛生費の部分。 

165ページでは、過疎対策事業債の部分を440万減額してございます。 

以上、概略、御説明申し上げましたが、提案理由の説明といたします。 

○委員長（中原重信） それでは、修正案について審査をお願いいたします。 

○９番（立石幸徳） この修正案のですね、出し方、まず今、説明でもって口頭で、例えば７ペ

ージが２ページになっていますとか、修正案のページ数と原案のページ数、これは訂正をする必

要はないんですか。 

○４番（沖園強） 言われている意味がよく分からないんですけど、今、それぞれ説明してきた

予算書のページ数は口頭で申し上げました。 
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今資料として出されたページ番号は資料のページ番号でございますので御理解方をお願い申し

上げます。 

○９番（立石幸徳） 御理解つったって、訂正するんだったら、ページ数もしっかりと何ページ

が何ページになっているっていうことをきちっと示すべきじゃないですか。 

それは資料っちゅうことで間違いとまでは言いませんけどね。 

それから先ほど議事進行上言ったけど、提案理由と内容説明をきちっと峻別してくださいよ、

分けてくださいよ。 

幾つかいろいろ前段でありましたけどね。 

まず市長の今度の当初予算への対応について、いろいろ異議を申されていましたが、一昨日の

この予特で、市長出席を求めるべきじゃないかということについて、提案者は反対されたんじゃ

ないですか。 

断然矛盾していると思いますよ。 

○委員長（中原重信） ９番委員、提案者に質疑をしてください。（「質疑と受け止めません」

と言う者あり） 

○５番（禰占通男） 今の質疑でですね、最初市長は当初予算をするに当たって、施政方針演説、

そして議案説明の中で、今回の保健センターの物件については貴重な施設だということで、求め

たいと。 

そして目的を持って提案したいと、それだけ明確におっしゃっていますから、私も今回だけは

目的を持ってっていうことを信用して、審査を進めたと私自身は思っております。 

○９番（立石幸徳） それこそ、私の矛盾しているんじゃないかということに対する答弁ではな

いんじゃないんですか。 

○５番（禰占通男） 昨年から審査して、私も唐突に提出されて、今、４番委員からいろいろ冒

頭説明もありました。 

そして、私もこの公共施設等管理計画の在り方、また、自分の意見を述べさせて審査も参加し

てきました。 

それでも私は、今の本市の状況から見て、まだ本市のある施設で利活用したほうがよいと判断

して、今回、この修正案に賛成した次第です。 

○９番（立石幸徳） いや、私は市長への対応を聞いているわけですよ。 

自分が修正したのはこうだっちゅう意味じゃないですよ。 

市長の対応を問題にされているわけですから、まず市長に出席してもらって、なぜこのような

対応になったのかというのを聞くべきじゃないですか。 

いやそりゃそうですよ、市長対応を問題にしているわけですから。 

○４番（沖園強） 市長対応は今提案理由の説明でも申し上げましたとおり、また、初日本会議

の質疑でも申し上げましたとおり、12月議会の審査でも申し上げましたとおり、市長の見解そ

のものは施政方針等でも十二分に分かっておりますので、それは市長をここに招致して審査を深

めたいという委員もおられるでしょう。 

だけど必要でないという委員会の決定が下っております。 

何も矛盾したところは一切ございません。 

○９番（立石幸徳） 聞きたい議員もおられるでしょうと言われてもな、それを議会審査でです

よ、あなたが聞きたいだろうけど、それは聞くことは許さないみたいなですね、まさに横暴極ま

る対応だと思いますよ。 

それはそれで、初日本会議でも質疑があったっつったって、質疑をしたのは１議員だけですよ。 

それはどういうやり取りだったのか、資料も全く施政方針と同じのを出した。それは事実です

よ。 



 

- 50 - 

私の聞いていることに答えてくださいよ。提案をされた方々に質問をしているんですから。 

それからまずこの今回の保健センターで、国は箱物を求めているんじゃないという提案理由で

すけれども、要するに国としては、包括支援センター、子育てのですね、それから子育ての総合

支援、これを同一の場所でやるのが望ましいんだということでしっかりとここに明記されていま

すよ。 

それは国が出されている令和４年の法律第66号の概要ですね。 

そういうことからいくと、箱物を求めているっていうんじゃなくて、同じ場所でする業務、そ

ういうスペースといいましょうか、そういう場所でやったほうが子育てについては効果的でもあ

るし、あるべき姿なんだということなんですが、箱物を求めているっちゅうのはどういう意味な

のかもう少し詳しく教えてください。 

○４番（沖園強） 今までの審査の過程で、その辺は十二分に申し上げているつもりでありまし

て、効率のよい連携の取れる体制は既存の施設でも取れるんじゃないかというようなことは、い

ろんな委員の皆さんからも出ております。 

今質問者が言われている質疑は、非常にひねくれた考えだと思う。 

もう今まで出た意見で明らかになっているじゃないの。 

○９番（立石幸徳） 審査の過程で、当局がこの場所については、非常に現場では苦慮、困って

いる状況を説明されたと思いますよ。 

例えば福祉課が子ども家庭課からの文書を健康センターのほうに持ち寄ったりとか、現在でも

健康課は本庁と健康センターを何回か行き来しているっていう、そういうことじゃないですか。 

それを、委員が言ってきたじゃないかじゃなくて、行政当局がどうなっているのかというのを

ただしたいわけですよ。 

○４番（沖園強） 何を言わんとするか全然理解できないんですけど、今までの審査の中で、そ

の連携の取れた体制づくりは必要だという観点から既存施設の利活用を考えるべきだと。 

そして今までの総合振興計画を上位計画とした様々な計画と整合性が取れないんじゃないかと

いうことは、しきりに質疑の中でも、また当局のほうにも指摘をしてきた委員会審査ではなかっ

たろうかなと思っております。 

それを、今のこの時点で質疑の中で問われても答えようもございません。 

○９番（立石幸徳） 委員長、私が聞くのを委員長のほうできちっと整理してくださいよ。 

でないと、堂々巡りになっていきますよ。 

それが委員長の権限ですからね、はっきり申し上げて、つまり何を質問者が聞いて、それにど

ういう形で答えたかっちゅうのが明確になっていかんと、やり取りしているだけの話にすぎませ

んよ。 

つまり、当局はさっきから言うように箱物を求めているっちゅうことじゃなくて、このこども

家庭センターにおいてですね、今、大きく２つ、健康課サイドの子育て包括支援センターと福祉

サイドの全体的な今まで枕崎には設置されていないということですけど、その相談業務を同一の

場所で今後やっていくんだという、そのことについてですよ、箱物を求めているっていうことじ

ゃない。 

きちっとした当局なりの考え、目的があって対応していると私は思っていますからお尋ねして

いるわけですよ。 

○４番（沖園強） 厚生労働省と各市町村から出てきたＱ＆Ａでも紹介されているんですけど、

決してそういった箱物を求めているんじゃなくて、自治体の実情に合わせた対応をしてください

ということになっておりまして、その部分では、決して箱物を求めていないんじゃないのという

ようなことじゃないんですか。 

○９番（立石幸徳） 提案理由を言われた方がですね、ないんじゃないんですかって言われても、
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私も次の質問をやりようがないんですけれどもね。 

それから健康センター、老人福祉センターの既定予算といいましょうか、これについては、な

ぜそれを執行をされないんだという提案理由の中で言われていると思いましたが、この執行権と

いうものに、議会がですね、どこまで踏み込めるのか。 

この点についてはどういうふうな提案者は考えを持っているんですか。 

○４番（沖園強） 今の質疑応答でも議会制民主主義というものを非常にほごにしたような質疑

になっていると思うんですけど、議会としては、12月議会で補正予算を修正した補正予算を可

決したと、それを３月補正で明許繰越もない、事故繰越もない、減額補正でもない、スルーして

いるんじゃないかという指摘は初日本会議でも指摘しておきました。 

そして委員会審査でも指摘いたしました。 

議会の議決そのものが一番、議会制民主主義の中では重いものであると、当局が提案したもの

を議会が議決した。執行すべきであろうというのは当然のことだと思います。 

○９番（立石幸徳） もちろん議決っていうのは重いものだし、当然尊重されなければならない

と思いますよ。 

ただ、いろんな状況、万やむを得ない、あるいは委員会審査でも言いましたけど、電力会社で

も見送った。 

それからですね、議会議決については、首長のほうは地方自治法第176条で再議ができるんで

すね。 

これはかつて本市でもですよ、市町村合併の対応について再議が起きましたよ。 

つまり議会が議決したことをもう一回協議をやり直せるということは、法律できちっと保障し

ているわけですよ。 

ですから、前段で言ったように議決は尊重されなければならないけど、長としては、いろいろ

なことを考えた挙げ句ですよ、自治法第176条で再議ができるようになっているんです。 

その点についてはどういう見解を持っているんですかね。 

○４番（沖園強） 執行権の中に再議ができないとは言っておりません。 

あるいは、例えば当初予算が議会議決を得られなかったと、そういった場合に市長の執行権の

中に解散も選択肢の中にあると、議会解散を求めることもあると、それは重々議員として32年

間この天井を見つめてきました。その32年間の結論でございます。 

○９番（立石幸徳） 再議ができるっちゅうことを認めるっちゅうことであれば、議会議決が絶

対的なものであるというものとは食い違ってくるんじゃないですか。 

○４番（沖園強） 再議にかけていないんじゃないですか。 

○９番（立石幸徳） かけていないとか何とかちゅうんじゃなくて、そういうことも長の判断、

長のほうの権限として与えられているっちゅうことですよ。 

○委員長（中原重信） 論点が少しずれてきているので、修正に対して質疑をお願いします。 

○４番（沖園強） 個人差があるんでしょうけど、受け止め方もあるんでしょうけど、議会議決

を無視した形になっていると、事故繰越もない、そして減額補正もない、ましてや令和５年度の

当初予算に顔出しもしていない、採用してないっちゅうことですよ。以上。 

○委員長（中原重信） ほかにありませんか。―ないようですので、以上で審査を終了いたし

ます。 

これから採決いたします。 

まず、議案第７号に対する修正案について、挙手により採決いたします。 

議案第７号に対する修正について、賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（中原重信） 挙手多数であります。 
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よって、議案第７号に対する修正案は、可決すべきものと決定いたしました。 

次に、ただいまの修正部分を除くその他の部分について、原案のとおり可決すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（中原重信） 挙手多数であります。 

よって、ただいまの修正部分を除くその他の部分については、原案のとおり、可決すべきもの

と決定いたしました。 

本日は、これをもって散会いたします。 

午後５時12分 散会 

 

 

 

 

 

  

 


